
真田家文書く家老日記〉の種類と性格

太田尚宏

【要旨】

本棉では、国文学研究資料館所蔵の真田家文書のうち、「家老ll記」として分類される日

記類（特に松代に関する日記）を分析対象として、そこに含まれる日記の種類と性格につ

いて論じた。

まず、ll記の外見的考察により、文政期までの日記の表紙に記されている「松代」「御

国」といった記載の多くが後筆であることを確認し、これらの追記や朱字の番号で示され

ている袖:即の痕跡が、松代藤や真lll家ではなく、家老の望月氏によるものであると推定し

た。さらに、これらの|-l記の中には、家老ll記とは性格が異なる「御国ll記」の脈本（あ

るいは全体の転写本）が混入していること、望月氏F1身が御lfill記の転写を進めていたこ

となどを明らかにした。

続いて、望月行広という人物の動向に着目し、家老H記の性格について検討した。その

結果､①松代藩における公式の家老ll記は、「置附日記」という家老御用部屋に設個された

日記であり、真lll家文書に残る家老ll記は、御用番を担》I1した家老が「悩附日記」の下H

記として記したもので、「i趾附日記｣への転記にあたり記事の取捨選択が行われていたこと、

②1811t紀半ばには、家老の執務内容のうち定例化・悩刊化された事項についてII記には記

述しないと規定されていたこと、③望月行広か「勝手懸り」を担当してからは、職務上の

需要に応じて、自らが御用番のとき以外の日記も詳細に転写するようになり、勝手懸り関

係の記述も加わって、1年間を通じた記事を御用番・勝手懸りの2本立てで記す「御在所

日記」の形式を完成させたこと、などの点を明らかにした。
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IKI文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第10号（通巻第45り･)

はじめに

国文学研究資料館所蔵の典III家文書には、「家老日記」と分類されたII記が479点ほど存在す

る（以下、「史料館所蔵史料||録』第28集に収録された家老日記全体を指す場合はく家老日記〉

と表記する)。これらのく家老ll記〉は、「家老ll記（その一)｣、「家老ll記（その二)」（国家老

ll記・江戸家老ll記・家老私llln記の3種)、「家老日記（その三)｣、「御碩所家老II記」という

4つの分類項llに大別されている。

このうち「家老ll記（その一)」「家老ll記（その二)」には、表紙左下に「望月治部左衛門」

「望月監物」「望〃主水」「望｝j頼母」「望月隼人」など、家老職を務めた望〃氏歴代が貞享期か

ら文政期にわたって作成したll記が収められている。一方、「家老II記（その三)」として分類

されたものは、文政期以降にII1職の鎌原伯耆・鎌原石見・河原舎人・河原左京・望月帰一郎・

赤沢助之進・大熊衛士らが作成した日記である。

上記の分類について「真lll家文書[l録（その一）解題」では、以ドのように記述されている。

家老I1記全体を（その一)(その二)(その三）の三部に大別したが、これは既に真田家に

おいて、家老II記の夫々の|1記の性格に応じて別途にまとめてあった形態の復原を試みた

ものである。中でも（その一）のll記類は往時のI又分を最もよく伝えている。すなわち貞

享期から文政期に及ぶll記が松代(I玉I家老)H記と江戸日記および家老私用I｣記とに判然

と区別されていたことが、今日においても明瞭である。例えば、「松代ll記」の表紙には朱

字で通し番号が付されており、「江戸日記」には各年ごとに一番号を与えられ、II1一年の分

冊は「何冊之内」としてl'1番号で幣理されている。「私川U記」には特に符号は付されてい

ないが、表紙に「私用」とIﾘl記されているl)。

上記の指摘は、〈家老ll記〉の整理･梢蝿のあり方を検討するkで爪要なものであるが、個々

のH記を些細に見てみると、こうした点にとどまらず、より豊かな記録生成及び管理の具体像

が浮かび上がってくる。

そこで本稿では、「家老ll記（その一)」「家老日記（その二)」と分類された日記を中心に、

特に国許（松代）に関する砺項を記録した「松代日記」や「御在所H記」などを対象として、

それぞれのll記の械類と性格を特定し、家老職の職務と記録生成・符理のあり方の関係性をあ

らためて検討してみたい。

なお、真lll家文ill:に関する先行研究は数多いが、〈家老ll記〉そのものをアーカイプズの視点

から分析・考察したものは意外と少ない。こうした中でIKI文学研究資料館史料館編「松代藩庁

と記録一松代藩「ll記繰出」－｣2)、人間文化研究機構IKI文学研究資料館細「滞の文ill管理｣3）

の「解題」は、本撒i'fと密接に関わる部分に言及していて参考になる。本柵では、これらの研

究成果に学びながら検討を行うことにしたい。

1）「史料館所蔵史料II録』第28ili(1978年)、379頁。

2）同文学研究資料館史料館緬『松代藩庁と記録一松代藩「ll記繰出」－」(IIIHI哲好担当、名著出版、

l998年)。

3）人間文化研究機柵IKI文学研究資料館編「藩の文非管理」（尚橋実担､'1，名著出版、2008年)。
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真田家文i'l:<家老ll記〉の繩顛と性格（太田）

1．真田家文書<家老日記＞の種類

（1）〈家老日記＞の外見的考察

松代藩の家老は、藩政を司る最高の役職で、藩主の一族や譜代の重臣の中から選ばれ、多い

ときは十数名、少ないときには2～3名が選任されて執務をとった4)。明和2年(1765)の

「御在所II記｣5)には、鎌原司馬成闘・祢津数馬Ifi延・望月治部左衛門行広・祢津大炊『'教・

恩lll新六時章・小山lll主膳之直の6潴の名前が記されており、この時期にはおおむね6～7名

前後が就任していたことがわかる。なお、これらの家老のうち1～2名が「詰番」と称して江

戸膝敷勤務を命じられ、一定の期間江戸で執務をとり、次の「詰番」家老と交替してIKI許へと

蹄る{|:組みとなっていた。

典lll家文普に残るく家老日記〉は、「私川ll記」を除けば、各家老が御川番（Ⅱ番）を担､'1し

た際の執務の内容を記したもので、宝l僻～寛政期の「御ｲl所日記」を例外として年IIIIを通じて

記赦されたものは少なく、日記作成者の御用番期間中を雄本的な単位として編冊されている。

記赦形式は、月Hを3～4字分落として記栽し、文字も比較的大きく記している。

また、「家老日記（その一)」と分類されたII記の中には、宝暦期以前のものを中心に、望月

氏以外の家老が御川番を担当した際のll記を摘記した「ll記書抜」も残されている。「ll記,ll:抜」

の記救形式は、月H部分を右肩に小字で記し、記事''1体も比較的小さな文字で記されている。

さらに、「家老日記（その一)」の分類には、I1記のほかに「諸用帳」が含まれている。しか

し、これは厳密には日記ではなく、執務に関わって収受した願書や「1-1上之覚」などを01『写し

て卿,illll･したものである。ただし、月llllli(配llとなっていることや、享保2年(1717)｢II記松

代」(b,713)のように、同じ年の「諦川1帳」と合綴されたものがあるため、「史料館所職史料

II録」第28集では、ll記と同じ分類項llへ編入したものと考えられる。

各ll記のタイトルには、おおむね「ｷll」という記戦があり、これらのII記以外に“本ll記”

が存在したことを想起させるものとなっており、「家老||記（その一)」「家老|~1記（その二)」

には、表紙に「松代」「御国」「国」「御在所」といった記載が見られる。しかし、「家老ll記

（その三)」の日記にはこれらの記載がなく、タイトルは「日記扣」でほぼ統一されている。

前記の「解題」によれば、「松代日記」には各冊ごとに朱字で通し番号が付されていたとある。

しかし、これが当てはまるのは「家老ll記（その一)」「家老日記（その二)」に分類されたll記

であり、「家老日記（その三)」の｢l記には、こうした通し番号は見られない6)。

衣紙に記された「松代」「御国」などの記救と、通し播号の朱字記載は、〈家老日記〉の性格

を考える_上で極めて重要と考えられる。そこで別表lにおいて、日記のll録表題と実際に衣紙

に記された記載事項との比較を試み、また通し番り･がどのように付されているかの検討を行っ

たり

その結果、「松代」「御国」などの記jINは、表紙の年次記救と「日記才II」というタイトルとの

間に窮llllな状態で書かれたり、明らかな異筆であったりと、後筆と考えられるものが大半を占
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IKI文学研究資料館史料館編「松代滞庁と記録一松代藩「日記繰出」－｣、17頁。

「御在所日記行広控｣､.真lll家文il}b､776，IKI文学研究資料館所蔵。

｢史料館所蔵史料目録』第28集のll録記述および縦写の実見調査による。
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国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号（通巻第45号）

めていた。

たとえば、図1は、宝永3年（1706）「日記控松代」（い696）の表紙であるが、「宝永三年

戌正月朔日日記扣」という本来の表題に加えて、空白部分に「松代」および「御国」とい

う文字が異なる筆跡で記されている。また、表紙左端にある「三月」から「十二月」に至る月

の記載も明らかに後筆であり、後年に表紙の情報を補充したことが確認できる。

図2に示した享保9年（1724）「日記松代控」（い724）の場合は、「享保九甲辰年正月朔

日日記扣」という表題に対して、「御留守」「御在城」「九月廿一日稚l1着城」「松代」という明

らかな書き加えがあり、「十二月迄」とある月の記載も後筆ではないかと推測される。また、作

成者の「望月治部左衛門」という記載についても、筆のかすれ具合や筆跡から見て、後筆であ

る可能性を否定できない。

日記の年代が下っても、このような状況は変わりなく、図3の寛政8年（1796）「松代日記控

望月監物」（い804）では、「寛政八辰年六月日記扣望月監物」という原表題に、「松

代」「御在府」という加筆が見られ、「六月」という記載の横には「七・八・九月懸り記之」と

補記されている。中には、文化8年（1811）「日記控望月頼母」（い879）のように「松代」

という加筆が綴じ目の外側に記されている事例も見られる（図4)。
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図4文化8年「日記控」の表紙図3寛政8年「松代日記控物」の表紙
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fLIII家文,'1:<家老ll記〉の樋類と性格（太lll)

以上、4つの例を示してみたが、こうした後筆は他のll記でも同様に存在する。これらのこ

とから、「家老II記（その一)」「家老ll記（その二)」に分類された|玉l許日記の原表題は、おお

むね「年月HI｣記扣作成者名」であり、その他の情報の多くが、後筆による補充であると

判断できる。このことは、「家老ll記（その三)」の日記の表題が、ほとんど「年月nH記扣

作成行希」であることとも符合する。

一方、朱字による通し番号の記戦については、3つの系統の数字が確認できる。

第一は、宝永元年(1704)911｢II記控松代」(W,694)の「廿六」から文政6年(1823)

7月「II記控松代」(b,942)の「弐丙三十」に至る通し番号である。この番号は、複数の日

記が合綴されている場合を除き（この場合は最初のll記に番号が付けられる)、各冊ごとに付与

されている。

第二は、寛政10年(1798)の日記(b,812)から現れる数字で、同一年次の日記に一つの番

号を与え、II1一年次のものが複数冊ある場合には「○冊之内」という形でグルーピングされて

いる。なお、この第二の番号の部分には貼紙が付けられ、第一の番号が上から記されているの

で、年次単位の整理・袴理方法が途'l!から冊単位へと変化したことが判明する。

第三の数字は、文化15年(1818･文政元年）正月のH記(b,923)から文政4年3月の日記

（い936）までの間のみに現れるもので、「二十四」から「二十七」までの番号が与えられ、同

一年次にはlilじ数字が付けられている。この番号にも貼紙が施されており、途中から利用され

なくなったことがわかる。

このような通し番号付与や表紙への追記を行った主体として考えられるのは、第一に日記作

成肴である望jj氏、第二にはll記を保存していた真III家であるが、望月氏作成の11記が収録さ

れた「家老II記（その一)」「家老ll記（その二)」にのみ、こうした記載があり、「家老日記

（その三)」には見られないこと、また、大正9年(1920)に真田家別邸が作成した「日記目

録」（真lll家寄託184)には、「松代ll記｣･といったように、後筆の部分までも含めてタイトルと

して記戟されていることなどから、これらの追記が真田家において行われたとは考えにくく、

望月氏による整理・管理の痕跡と理解するほうが妥当なのではないかと考えられる。

以上の点を勘案すると、真lll家文b'l:<家老日記〉は、望月氏および他の家老職が作成・管理

していた「ll記扣」が、文政期から大正9年を下限とする特定の時期に、松代藩庁または真田

家へと集められ、保管・管理されてきたものであると考えられる。

（2）「御国日記」の存在

ところで、「家老日記（その一)」に分類された日記の中には、朱字による番号が付けられず、

「II記ｲII」という原題を持たないII記が3冊ほど存在する。元禄14年(1701)正～5月「-

ll記」（い690)･宝永6年(1709)7～ll月「一「I記御II(I｣(v,701)･享保17年(1732)6~

12ﾉj「二ll記御II<I｣(b､739)がそれである（別表1の「朱字番号」欄における網かけ部分)。

これらのll記に共通するのは、「ll記」というタイトルの前に「一」もしくは「二」という数

字が記救されている点、宝永6年・享保17年のものに「御li(I」という表記が見られる点（ただ

し、これらは後蛾ではない)、家老の御用番期間中に限らず各Ij朔日から晦日まで全日を記載し

ている点などがあげられる。

IKI文学研究資料館編「藩の文,'l:WII!」に収められた文政3年(1820)「日記井諸帳ini入注文
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乾｣7）を見ると、その冒頭に「壱番」から「二十一番」まで区分す

翻
る形で「御国日記」が掲げられている。試みに、「壱番」にある元

禄14年の項を見ると、「正月朔日が五月十七日迄」と「五月十八日

か十二月廿九日迄」の2冊が記載されており、このうち前者は上記

の元禄14年「一日記」の収録期間と一致する。同様に、「壱番」の

宝永6年の項には「正月朔日が六月'1厩日迄」「七月朔日6-'一一月晦

日迄」とあり、後者が上記の宝永6年「一日記御匡|」の収録期間

と一致している。さらに「二番」の享保17年の項を見てみると、「正

月朔日j六月廿七日迄」「六月廿八日か十二月廿九日迄」とあり、

後者が上記の享保17年「二日記御国」の収録期間と合致する。図5享保17年｢二日記
御国」の表紙

以上の点から、上記3冊の日記は、「御国日記」の原本あるいは

全文を転写したものと考えてよさそうである。「日記」というタイ

トルの前に置かれた「一」「二」という数字は、もともとこれらの日記が日記土蔵で収納されて

いたときの容器番号（もしくは配架番号）とも考えられる。

これらの「御国日記」と家老の望月氏が記した「日記扣」との関係はどうか。両者ともに記

述のある宝永6年7月3日～7日の記事を、以下の【史料1】および【史料2】に掲げてみよ

つ。

【史料11御国日記
（七〃）

同三日

一熟瓜十五、磯田庄左術門献上

一同九ツ、金井音右術門献上之

七月四日

一出羽守様が為七夕之御祝儀御飛札・刺鯖一折・青銅五十疋被進之、御返書被遣

同五日

一長国寺御霊屋江矢沢将監参拝、夫方御施餓鬼相済迄相勤

一麻羽織三十・手綱十・端布相調候様、今井治大夫方江申渡

一熟瓜八、今井音右術門献上之

一熟瓜十・大角豆二把、望月治部左衛門献上之

七月六日

一本多伊賀守様江御書・熊脂六匁四分被進之、明日江戸江差遣

一長国寺登城、為七夕之御祝儀岩茸一筥献上、暑気御機嫌伺労也

一為七夕之御祝儀献上、矢沢将監五-'一疋、望月治部左術門・恩田頼母・玉川善大夫・池田右

近・岩崎外記三十疋充、刺鯖一折真田図書、二-'一疋充青木五郎兵術・今井弥三郎・宮|鳴友

之進献上、三-'一疋原主膳献上、五十疋大熊靭負

一金子-1-五両、地村左術門方へ為替ﾆいたし、我等証文竹内勘左術門方へ小山田平大夫殿迄

遣之、遠藤勘右術門書状壱通佐左術門方へ差遣し候、明日之御飛脚三日二遣之

七月七日

7）前掲、人間文化研究機櫛国文学研究資料館編『藩の文書管理｣、215～245頁。

－6－



真川家文III:<家老日記〉の梛類と性絡(ASlll)

一七夕之為御祝儀諸士登城、奥表一同御礼申上8）

【史料2】望月治部左衛門「日記ｷll」

七月三日

一長IKI寺・大英寺御施餓鬼之義、非番郡奉行壱人．御代1.『壱人御施餓鬼御用III付候様金井信

大夫方へ申渡候、尤御入料・御賄方去年之通可相勤胃III渡候

一妻科村覚兵衛下人、四月十六II之朝四時起二而覚兵術女房之様子承候由口上ill在之、覚兵

衛召仕之女、十五日二覚兵衛方二il'Iり、十六日之早朝ｲｲ仕之ﾘjｲｲ連罷帰候III二候、依之時刻

相違、此段可取合致由、権右衛門・源五右衛門方へIII渡候

｜可五日

一長'五l寺へ御代参、矢沢監物勤之

｜可六日

一桑名与一右衛門只今迄附届祢村甚平方へ相届候、自今u後御II付方へ附届【II談候様可仕旨、

和lll十郎左衛門方へ申渡之

一祢村甚平方へも、自今已後桑名与一右衛門附届可致無川RIII渡候

七月七，

一右与一右衛門義触流、各‘可被相触旨、片岡儀左衛門・渡辺十大夫方へ申渡候、御役御免

之Im々在郷なとへ一夜泊り二参候節者相伺可申哉と儀左衛門III聞候､各不及伺其Im々月番迄

相ﾙfl候様申渡、尤手前も帳愉i二附瞬可申旨及挨拶候

一菱科村角兵衛女房被討候疵Iﾉﾘヶ所、是二て死申lNl蚊I晩、典上うち之者IIj.相尋'jI、且又五六

寸廻り之柳二て首釣候訳ﾎ||軸、委llllll:相記させ''l.lllR、椎ｲi術|Ⅱj・源五ｲi術l''l〃へ申渡

候

一入新之充、祢津領加沢之湯へ湯治ｷII願候由、今井治大夫III聞候、何茂III談勝手次第致候様、

治大夫方へ申渡候

一今II御礼、諸士相勤候

一当町場酒屋訴訟致候付、此間III付候二わけもなく致訴訟候段不hII候、家業之IIIIII候、是ハ
（ママ）

家久勤候ふを家業と肴申候、上滴ハ近年之義二候、1I!家業之趣趣有之候ハ、迫lijII川1聞旨、

金井源五右衛門・土田権右衛IIII方へ申渡候9）

これをみると、【史料1】の「御IKIH記」の場合は、城'l!での行mliや藩主への献上"1に関する

記述が充実しているが、「日記扣」にはこうした記述はほとんど見られず、家臣の付け届け先

の変更や領内で起こった殺人事件への対応、城下の酒屋のIII訴に関する事案など、家老として

行った事務処理に関する内容が中心となっている。ここから「御IK旧記」は、家老ll記ではな

く、主として藩主周辺に関わる動静を記したものであるのに対し、【史料2】の「ll記扣」は

あくまでも家老の執務日記であることが確認でき、両者は性格が異なる日記であることが判明

する。

ではなぜ、城内の日記土蔵にあるべき「御睡IH記」が、望j1氏の、記群の中に混入したのか。

そのヒントとなる紙片が【史料3】である。

8）宝永6年7～11月「日記御腫l｣、真III家文書い701、国文学研究資料館所蔵。

9）宝永6年2～7月「日記控松代｣、真|{1家文書い70()、IKI文学研究資料館所蔵。
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【史料3】

御IKIII記

享保二IﾉV

I'1三戌

’11七寅

II11･三III

l'ill七子

いつれも七〃之処'0）

これは、享保17年「二ll記御国」（い739)の8月14H条から1511条のlNlにあった挿入文書

で、「御IKIII記」の享保2年・同3年・同7年・同13年・同17年の「いつれも七II之処」を書き

写すように指示したと考えられる内容になっている。望月氏は後年、このように藩の、記土蔵

にあった「御IKIII記」を借り出して必要部分を自家で転写させ、家老としての執務の参考にし

たものと思われる。これら3冊の「御国日記」に望月氏による「II記キll」の整理･管理の痕跡

と推測される朱字の通し番号が付されていないのは、これらが借用した物であり、後日返却す

べきものであるという認識があったからではないかと推測される。

望月氏が管理していた日記には、このほかにも宝永元年（1704）9～11月（い694）・宝永3

年正～12月(b,696)・宝永4年正～12月(V,697)・正徳4年(1714)9～12月(L,704)・正

徳5年正～5)1(W,705)･同年2～4月(W,707)・享保3年(1718)9～12)1(b,715)・享

保ll年正～6〃(b,726)など、後筆で「御国」「国」と記された「ll記扣」「H記書抜」が散

見される。また、享保17年7～10月「日記御在所控」(b,738)は、表迦には「御国」などの

後筆は兄られないものの、内容を検討すると、同年の「二H記御IKI」から7jjおよび10月の

部分をiil:き抜いたものであることが判明する。このように、同じ「ll記＃ll」「II記耆抜」とい

うタイトルが付けられたものであっても、記載された中身は必ずしも家老の執務ll記とは限ら

ず、IKI許での滞主の動静を中心に記録した「御国日記」を抜粋したものがあることに注意しな

ければならない。そもそも「御国」「国」といった表記は、望月氏が後年のll記管理の過程で記

したもので、おそらくはll記の内容を通覧して日記の種類を推定したものと考えられ、その中

には家老II記を御l'<lll記と誤認したり、逆に御国日記を家老日記と誤って判断したものも存在

すると思われる。

（3）「御城日記」という文言

真lll家文III:<家老ll記〉を見る上で、もう一つ注目しなければならない点に「御城日記」の

存在がある。「御城ll記」といっても、これをそのままタイトルに用いたll記は、〈家老日記〉

の中には兇》'1たらない。しかし、望月氏が記した「、記扣」を詳細に検討すると、ところどこ

ろに「御城ll記」という文言を見ることができる。

【史料4】

《享保元年九月六[1条〉

一殿様益御機嫌能今昼セツ時過御城着、平大夫・頼母・杢・介之進・半蔵其外御近習・御小

10）享保17年6～12〃「日記御国｣、真田家文書い739、国文学研究資料館所蔵。
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性御供

一御城着御祝儀御肴代献上、委細御城日記有之

《享保元年九月七日条》

一開善寺・大英寺・大峰寺・願行寺・福徳寺・練光寺以使僧御城着御祝儀献上、委細御城

[1記有之''）

この史料は、享保元年(1716)7～9月「H記扣」(b,709)のうちの9月6日および7日

の記!I#にあたる。これによると、享保元年9月6日にJi時の滞主真田幸道が参勤交代で国許へ

戻った際に祝儀の献上を行った荷たちについて、「日記扣」には具体的な氏名を記さず、「委細

御城ll記有之」と記している。また、翌日の寺院による御城着献上についても|剛様の記述が見

られる。ここから家老が記載に関わった日記には、各家老が自ら保存・管理していたと考えら

れる「ll記扣」のほかに、「御城II記」と呼ばれるものが存在したことがわかる。

l'1様の事例は「諸用帳」にも見られる。

【史料5】

二j1廿三'’

一追廻し馬場死人御役人詮議、今朝杢宅江書付差出候、委細御城諸用帳二留置'2）

これは、享保2年2月2311に追廻し馬場で発生した死人をめぐる詮議結果の書付を家老の恩

III杢へ提出した旨を記したものであるが、この内容については「御城諸用帳二留置」とある。

前述したように、諸用帳は、家老が職務に関わって収受した「口上之覚」などの書付類を月日

順に転記した帳Imで、家老の「ll記扣」などにも「委細ハ詣用帳二有之」などと記す場合がし

ばしば見受けられ、H記の内容を補完する役割を有していた。松代藩の家老は、向家において

作成・保存・管理する「日記ｷll」や「諸用帳」に加え、家老の御用部屋に置かれていたと考え

られる「御城ll記」「御城諸H1帳」の記述も行っていたことがわかる。

（4）小括

以上の検討から、真田家文書く家老I1記〉のうち「家老1I記（その一)」「家老日記（その二)」

に分類される11記の種類は、以下のようにまとめられる。

①望川氏の御用番の執務内祥について記録・編冊した「l1記扣」

②他の御用番家老の日記をill:写した「1I記書抜」（御用番期間中の全てを転写したものもある）

③藩主の動静を中,心､に記録した御II(1日記である「－1｣記」「二日記」

④御同II記を後年に転写あるいは抜粋した「日記扣御IKI」や「日記書抜御国扣」

このうち、②の「日記書抜」は、おそらく家老の御用部歴に設置されていた「御城H記」の

中から必要部分を摘記して作成されたものと思われる。このような他の御用番家老のl1記の転

写は、比'l茂的早くから行われており、'i<永7年(1710)Ⅱミー11月（実際には6月まで記赦）「宝

永七庚寅年松代ll記」(V,702)の末尾には「正徳六年III三j1写之、望月治部左衛門敢政扣」と

記されている。

望月氏は、藩からの借用物と考えられる③を除く各l1記について、朱字による通し番号を付

ll)享保元年7～9月「日記松代控｣、真lll家文書い709，II(I文学研究資料館所蔵。

12）享保2年2～3月「日記松代控｣、典lll家文書い710，II(1文学研究資料館所蔵。
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けて管理していた。また、時期については詳らかではないものの、もともと「日記扣」を原題

とする日記に「松代」「御国」その他の追記を行って、日記検索の便宜を図っていたと考えられる。

2．18世紀後半における〈家老日記＞の変化

（1）詳細化する日記

ここでは、真田家文書く家老日記〉がどのような記述構成になっているのかについて、国許

分の日記を中心に考察してみたい。

別表2は、現在残されているく家老日記〉のうち最も古い貞享3年（1686）のもの（い1687）

から天明4年（1784）までの日記の記述のあり方を示したものである。

このうち「記述方法」欄は、各冊ごとの、①記述期間、②記述主体、③書式を示している。

①は日記の中で記述されている期間（便宜上、朔日は1日で、晦日は29日または30日で表示)、

②は各月朔日の日付下の部分に記されている御用番家老の名前を採録した。記述がない場合は

「記名なし」としたが、記述主体が望月治部左衛門で自明な場合と、御用番家老が不明な場合

とがある。③は、通常の日記形式（月日は4～5字落とし、全体に文字が大きめで、1ケ月を

通して記載）を(A)とし、「書抜」でよく用いられる形式（月日が右肩に記され、文字は小さ

く、抜粋して記載）を(B)、その中間の形式（書抜形式と同様に文字は小さく書かれているが、

1ケ月を通して記載）を(AB)で表示した（図6･図7参照)。また、宝暦期以降の「御在所

日記」に出てくる「懸り之方」に関する記述（書式は通常の日記と同じだが、1ケ月のうち数

日を抜粋して記載）は(AC)とした。さらに、各月朔日の記事の前に、幕府の御用番の奉行名

や松代藩の当番の奉行名、松代群家老の名前が記されている場合には、［幕府御用番][松代藩当

番][家老名]などと註記した。

「種類」柵は、望月氏による御用番（月番）の内容を記録したものを「望月月番｣、他の家老

の御用番の内容を1ヶ月通して記したものを「他の月番」とし、他の家老の御用番記録を抜粋

したものは「書抜」と表示した。また、享保期以前に見られる御国日記の原本（もしくは全体

を転写したもの）は「御国日記｣、徹l1国日記の一部を転写したと考えられるものは「御国の写」

図6通常の日記の記述形式｡表2における

(A)の形式にあたる。

７
？
隊
了
吻
１
４
１
〃
＃

一

－ 一子・－。．

；

図7日記書抜の記述形式。表2における

､(B)の形式にあたる。
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と表記した。

さて、別表2を通覧すると、おおむね宝暦6年（1756）頃を境として、その前後では日記の

編綴のあり方が異なっていることがわかる。宝暦6年以前は、いくつかの例外が見られるもの

の、望月氏が御用番を務めたときの「日記扣」と他の家老が御用番を務めたときの「日記書

抜」がそれぞれ単独の1冊を構成しており、これらに「御国日記」やその写が加わる形となっ

ている。一方、宝暦6年以降は、望月氏が御用番のときの日記と他の家老の御用番日記とが1

冊の日記の中に合綴され、月順配列により年間を通じて順次通覧することが可能な椛成へと改

められている。

他の家老が御用番を務めたときの日記については、当初は(B)の書式（必要な記事を抜粋

する「書抜」形式）が多かったが、次第に(AB)の書式（小字で記すものの1ヶ月を通じて記

載）へと変化し、収集する内容情報が増加していったことが確認される。

なお、宝暦6年以前の日記のうち、宝永2年（1705）正～12月（い695）・宝永6年2～7月

（い700）正徳5年（1715）正～5月（い705）・正徳6年正～6月（い708)・享保2年（1717）

正～2月（い710）・享保6年5～12月（い721）・享保7年5～12月（い723）・享保9年正～

12月（い724）・享保11年4～6月（い727）・享保20年8～12月（い743）・元文5年（1740）

正～7月（い749）・同年閏7～12月（い750）・寛延4:年（1751．宝暦元年）5～6月（い763．

2）の13冊については、望月氏の「日記扣」に他の家老の御用番日記の誉抜が合綴されている

が、これがすべて日記作成と同時期に行われたかどうかについては、さらなる検討が必要であ

る。たとえば、元文5年の2冊の日記（い749．い750）は、いずれも美濃判の用紙に書かれ

ているが、他の家老の日記書抜の部分は半紙判となっており、しかも1･ll1･目(V,749)の表紙

には「正月′」という文言に続けて「-'一二月迄揃、但、正．四・七・八・九・十一寛政三二

認入」との後筆がある。ここで「寛政三二認入」と記された各月の部分は、半紙判の用紙を使っ

て書かれた部分と一致しており、この日記が寛政3年（1791）に増補されて再編綴されたこと

を示唆するものとなっている（図8参照)。同じような半紙判の用紙の挿入は､享保20年(1735）

8～12月の日記（い743）でも確認できるので、この日記もおそらく寛政3年に増補されたも

のと考えられる。

、

樟

図8元文5年の日記。望月氏が記した美濃判の日記に、

半紙判の用紙に転写された他の家老の日記が合綴されている。
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II記の編綴方法のI呵期と考えられる宝暦6年は、作成者として日記の表紙に「行広」という

人物が登場する時期と合致している。そこで以下、望月治部左衛門行広という人物とll記の記

述・糊綴形式の変化との関連を検討してみたい。

（2）望月行広（行晃）の動向に見る「家老日記」の性格

製)1行広（のち行晃と改める）は、通称を主米といい、当時の藩主真lll幸弘にその才知・識

兄を澱められ、宝胖5年（1755）に24歳で家老見習に就任、l'il7年5112111に家老職を仰せ付

けられ、l'il月25nに通称を治部左衛門と改める13)｡

行広が家老見習を務めていた宝暦6年の「松代日記控行広」（い769）には、その岡砿に「日

記には記さない事項」が列挙されている。

【史料6】

左之趣不記、尤記置所有之共銘々不記

一月次御礼

一御代参〔長国寺・大英寺・恵明寺〕

11；・五・九

一妙義御代参

〃々

一評定出席

善光寺

一月次御祈祷御礼

lil寺

一大般若日限伺

一御領内〔御大名・御代官・御金荷・其外〕御通り井先触到来之事・被下物之事

一江戸〔飛脚・荷物〕往来

一御許往来紅戸へ

一御用金遣事
（ママ）

○左之十二筆、願・申上不記、被仰付・申渡ハ記ス

ー御||見願寺院もliリ

ー隠居家督願

一養子願

一縁組願

一跡式願遺書

一御光駕願

一御役所諸願

一脆敷拝借願

一御出入願〔御城坊主・御小人目付等〕

○左之IJq筆、被仰付・申渡共不記

一定火消役

一滞府

13)「松代町史」下巻（長野県埴科郡松代町役場、1929年)、536頁。
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真田家文書く家老I1記〉の種類と性格（太田）

一江戸詰

一忌御免

○左之拾筆、願・申上・被仰付・申渡共不記

一元服

一名改

一出勤出府

一出勤

一看病

一湯治

一月代

一歩行

一参宮

一馬役〔馬場砂入・御差引替・馬具揃〕

○届．申立、左之七筆不記

一江戸御訴訟

一御領分〔小出火〕

一船渡〔立留・小満水〕

一類族〔病死・婚礼・元服・家督・名改〕

一忌中届

一江戸帰立〔煩・蘓病共〕

一印判改

○江戸方到来事、左之六筆不記

一御成〔公方様・大納言様〕

一月次奉札取替〔松平越中守様・|'1河内守様〕

一上々様〔木挽丁・愛宕下・御延気〕御出

一〔備前守様・土佐守様奥様〕御出

一御姫様御灸事

一御姫様女中出代

右之内二而も少も柑替事は記、尤常之蛎二lijも記有之所も有'4）

（〔〕内は割註部分、掲出にあたって（〔〕内は割註部分、掲出にあたって見やすいように体裁を改めた）

これによれば、藩主への月次御礼や長l:KI寺・大英寺・忠明寺への代参、毎年正月･5月・9

月に行われる妙義山への代参、月々の評定所への出座、善光寺の月次祈祷御礼と大般若執行の

日限伺い、諸大名や幕府代官および佐州への御金荷などの領内通行、江戸との間の飛脚・荷物

のやりとりや御用金の差し立てといった事項は、定例化・慣習化したものとして記述の対象外

とされた。

また、御目見願・隠居家督願・養子願・縁組願・跡式願・御光駕願（藩主の家臣邸への御成

についての願書）・役所の諸願・屋敷拝借願・御城坊主や御小人目付の御出入願については、願

14）宝暦6～7年「松代日記控行広｣、真111家文書い769，IXI文学研究資料館所蔵。
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IKI文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号（通巻第453･)

書や上申は記救せず、仰せ渡しや申し渡しの結果のみを記すものとした。さらに定火消役・滞

府・江戸詰・,践御免の4件については、仰せ渡しや申し渡しも記載せず、元服・名改・出勤出

府・出勤・蒋病・湯治・月代・歩行・参宮・馬役に関する事項は、願諜・上申から仰せ渡し・

IIIし渡しの全ての過程を記戦しないとしている。

このほか、藩内でのl,ll;ilfやI11し立て(7件)、江戸で起こった幕府や交友のある大名との関係

（6件）なども「不記」とする方針とした。もちろん上記の内容であっても「少も相替事は記」

とあり、今までと異なることがあれば記載すると述べている。

宝孵7年7ノj、行広は、家老職に就任して初めて御川番を務めることになった。この前日の

6月晦llのll記の記，"には、「一夜五ツ時、御＃1長持外紙箱、使番・村人両人・挑灯持壱入来

ル、初而之儀二付酒為給｣15）とあり、同日の晦日の夜5ツ時（午後8時頃）に、6月の御用番で

あった恩lll杢眠親）のもとから運ばれたと思われる御用長持および紙箱が行広のもとへと届

けられたことがわかる。このとき行広は、「初而之儀」という祝儀の意味も込めて、届けにきた

使番および村人2名・提灯持ち1名に酒を振る舞っている。

行広が初の御III番を務めたときの日記は、宝暦7年5～9月「日記松代行広控」(b,770)

に収められている。

【史料7】

七月御用番

御番頭海野 殿 馬 道 橋 奉 行 原 勇右衛門

職奉行矢嶋源右衛門御納戸役緑川粂右衛門

町奉行前雌源蔵定火消市場権左衛門

郡奉行藤lllli仲桑名九十九

吟味役鈴木九郎右衛門

普論奉行前嶋平右衛門

宗門奉行認ﾉj源之進

H記不印事

御稗・論有之ハ御普請奉行申付ル時二積り書出

上納有之ハ御金奉行詳付申聞

道橋奉行上納金・献上ハ其旨申聞、尤何方二上納仕候胃

御II付払方見届ハ度々書付申聞

未進上納御ll付・御金奉行書付申付'6）

日記の7ノj朔II条のIIII:前には、上掲のように藩内で同月の御川番を務める各奉行の名前が列

挙され、さらに「'1記不印蛎」5ケ条が追加されている。これらは御普請奉行・御金奉行・道

橋奉行・御Il付らとの|H1でやりとりされる書類や指示などに関する'I噸で、「書付申付」との

記載に見られるように、それぞれの奉行のもとで書付を作成させたり、記録させることで、家

老の執務||記への記,lfを竹略し、減壁化を図ったものとも推測される。

また、このときのll記には、頭井や下げ札がところどころに付けられている。

15)宝勝7年5～9月「日記松代行広控｣、真lll家文書い770、国文学研究資料館所蔵。

16)前掲、宝胖7年5～9月「、記松代行広控｣、真田家文書い770。
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真川家文書く家老日記〉の種類と性格（太田）

【史料8】

○一矢嶋源右衛門参上、布野村・里村山役人井水夫召呼、流死之次第相尋候処、先達訴口之

通水内郡同町将壱人流死、此蕃|可道之者有之、其段相知レ候之山、名面者不存候旨、高井

郡大嶋村同心壱人流死、此者儀ハ右村が尋参、死骸□口等いたし候付、相知レ候由、名

普不存旨、此方御領八町村大光院弟子壱人流死、此者儀大光院同道二付相知レ候由、名ハ

不存旨、其外水主元ｨi術I'01壱人流死、右四人之外無御座旨、大勢乗合候儀明細二相知し不

申候得共、其後何方かも無之111，尤其節遠国旅人乗合無之由（後略）
（~ドヶ札）

「此ケ条ハ本帳二除候様被仰付候、丸之分除ク｣'7）

この史料は、7月9H条の一部で、渡船の転覆で死亡した者の身元探索に関する内容である

か、この箇条のH頭には○印が付いており、さらに「此ケ条ハ本帳二除候様被仰付候、丸之分

除ク」と書かれた下げ札が見られる。この措置は、家老日記の機能と性格を考えるうえで、重

要な点を示唆するものといえる。すなわち、①望月行広が記した「日記扣」の記事が「本帳」

へと転記されたと考えられること、②初めて御用番を務めた行広が「日記扣」に記した事柄を

「本帳」へ載せるか否かについて指示を行っている者がいると考えられること、の2点である。

まず、①に関しては、1-(3)で述べた「御城日記」の存在が想起される。ここで「本帳」

と呼ばれているのは、家老の御用部屋に置かれた「御城日記」のことであり、この日記は、明

和～天明期頃には「慨附1I記」という名でしばしば登場する。この「本帳」＝「置附日記」は、

御用番の家老が記した「ll記扣」の記述を転記する形で書き溜められ、御用部屋定綴の公式な

家老日記として機能したものと推測される。逆にいえば、御用番家老が作成・管理していた

「ll記キ1I」は、「|測附11記」を稀成する際の下日記としての役割を有していたことになる。

真旧家文i1|:〈家老ll記〉には「i間附日記」という表題の日記は見､'1たらないが、安永8年

（1779）の「(御在所ll記)」には、II1年8月以降の「置附日記」が転写されており、その記載

様式などを確認することができる。

【史料9】
（中災紙）

「

附 慨H記

八月

」

八月朔ll恩田内蔵丞

一八朔付、例之通何茂登

城、差立Im々咋御役人罷lll、御祝義申上

一右付、御川部雌席御奥充卜を以於泰様江御祝儀申上、御II兇被仰付之

一御門之張硲等、前々之辿III渡

一!'｣村通実父ﾙ'1兄、従昨夜'|!卒中風症相煩、難見放体付、附添着捕仕座骨願書、渋谷玄仙を

以差出、願留帳記之

一布野船渡水落通路州立候胃、原勇右衛門申聞

17)同上。
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同文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号（通巻第45号）

一中村通実父周見、病気養生不相叶相果候段、中村見泊を以申聞

一先達申聞候佐州江御帳箱附添之者、無滞相痛候旨、小林喜右衛門申聞、原勇右衛門同断申

聞

（中略）

九月朔日鎌原 司馬

一中嶋宗順医術為修行奉願出出府罷在候処、養母当春中が労症其上痢病机煩、追日不相勝候

付、親類共方III過候III1，罷帰附添看病仕度旨、願之通被仰付III渡ll1，去ル廿三H江戸出

立之処、道中ll}水逗留、今五ツ半時着之由、中村見泊を以御用状差llll8)

これをみると、「慨附H記」では、各月朔日の項には御用番家老の氏名が記されており、月日

ごとに整然と記載されている。ちなみに、享保期前後まで頻出した「ll記書抜」は、この様式

を踏まえたものが多く、「瞬附日記」を抜粋したものである可能性が高い。

②については、初の御用番を務める行広への指南役と思われる家老がいたことを示すととも

に、この時期までには「本帳」＝「置附日記」へ記載すべき事柄が整備されていたことを物語

る。先に行広が「左之趣不記」とか「日記不記事」などと称して日記に記載しない事項を列挙

したのも、このように整備された「置附日記」の編成方針を踏まえてのものであったと考えら

れる。

行広が御用番を務めた宝暦7年7月の日記には、「本帳除」という頭諜19)や、逆に「本帳二

付落」という頭書20)などもあり、初めて御用番を務めた望月行広が、試行錨誤を繰り返しなが

ら「日記扣」から「|闘附ll記」への転記を行っていたことが確認される。

（3）勝手懸り就任と「御在所日記」

宝暦13年、行広は恩H1杢に代わって、勝手懸りを務めることになる。この動きに前後して

行広の仕事量は飛跳的に増加したものと考えられる。こうした事態は、日記の記入方法にも影

響を与えており、宝暦12年の日記では「御用所日記二有之事モ懸り合無之儀ハ付残シ可有之、

自分懸り合之儀ハ日記外之紙書入間｣21）と記し、「懸り」関係の事項は別紙で対応しようと試み

ている。この時点での行広は、「日記扣」はあくまで御用番を務めるときの執務日記であると

の認識が強く、「懸り」に関する事項は付属的な扱いになっている。実際に、宝暦10～11年の

「日記行広控」（い772）や同12年の「日記御在所行広控」(V,773)では、御用番の日記に加

え、数丁ほどの「H記外」と記された部分が綴じ込まれている（別表2参照)。しかし、勝手懸

りに関わる用務の増加は、必然的に御用番以外の月の日記を参照する機会の増加をもたらすこ

とになった。宝暦10～l1年「日記行広控」では、一部省略があるものの2年分が、同12年「日

記御在所行広控」では1年分か通年で記載されるようになり、翌年から付けられる「御在所

日記」というタイトルのll記の原型をかたちづくっている。

また、行広はこのl1寺期、藩庁の日記土蔵に収められた日記の改めを下僚に指示している。宝

18）

19）

20）

21）

安永8年「(御在所II記)｣、真田家文書い785、国文学研究資料館所蔵。

前掲、宝暦7年5～9月「H記松代行広控｣、真田家文書い770．宝暦7年7月25日条など。

同上。宝暦7年7〃27[1条など。

宝暦10～12年「I1記行広控｣、真田家文書い772、国文学研究資料館所蔵。宝暦12年の冒頭部。
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真III家文,'}:<家老ll記〉の樋類と性格（太III)

暦14年「御在所H記」の3月晦日条には「一ll記土蔵H記入註文混雑付、改候様宮下藤左衛門

へ申渡」22）という記載が見られる。これによると、御川番であった行広は、「日記土蔵」にお

ける「日記入註文」の記述がたび砿なる追記で「混雑」しているとして、宮下藤左衛門へ改め

の実施を命じたことがわかる。

真田家文書の「日記入註文」については、すでに高橋実氏によって、文政3年(1820)4月

改めの「日記井諸帳面入注文」（2冊）ならびに年欠の「ll記井I帝帳面入註文」の全文が紹介さ

れ、詳細な解説が施されている23)。これ以前の「H記入註文」に関する詳細は不lﾘlであったが、

この記述からは、すでに宝暦14年よりかなり前の段階で「II記入註文」が作成されており、同

年の時点では、ある程度使い古されて「混雑」をきたしていた実態をうかがい知ることができ

る。行広はこうした事態を憂慮し、「II記土蔵」にあるII記の調査と「II記入註文」の再調製を

命じたのである。

勝手懸り就任にともなう日記情報に対する需要の高まりに即して、行広の｢I記編成方法にも

変化が見られるようになる。宝胖13年から寛政3年まで残されている「御在所ll記」(19冊）は、

勝手懸りの家老として執務に必要なll記怖報をすべてまとめるという手法で編成された24)。

「御在所ll記」は、自らの御用番の「ll記扣」と他の家老がⅡ群のときの日記(i'l式は書抜と

同様に全体を小字で記すが、記述I'l体は朔Hから晦IIまでの全llにわたる）を組み合わせ、1

年分を1冊に編綴した形式をとる。

「御在所日記」における勝手懸り|則係の記述は、安永7年(1778)「御在所II記」(b,784)

に「扣日記月番之外認方」の項を設けて「月番之外荷釧少二記候得共、追日御用多付、猫又追而

見出し二可成要用計記｣25）などと記しているものの、実際のll記では、この時期lii後から勝手

懸り関係の記載が増え、天明期に入ると、「ll記キII」本来の御用番II記としての性格に合わせ

て、勝手懸りとして必要な情報も械極的に盛り込むようになる。

【史料10】

天明四甲辰年扣日記

正月揃鎌原而j馬

閏正月揃 恩lll新六

朔日一ll鎌原,ijMi

二月揃望jj治部左衛門

三月月番之方残ル鎌原jijl!j

四月揃恩III新六

五月揃望月治部左 衛 門

六月月番之方残ル小山lll主膳

七 月 lil断鎌原'ijMi

八月五日迄月番之方残ル恩lll新六

22）

23）

24）

25）

宝暦14年「御在所日記｣、真田家文諜い775、国文学研究資料鯨所蔵。宝暦14年3月晦日条。

前掲、人間文化研究機構国文学研究資料館編「藩の文書管理｣。

なお、寛政2年に行広が59歳で没した後は、後継の敢教が寛政3年分を編冊している。

安永7年「御在所日記｣、真田家文,ll:b,784、国文学研究資料館所蔵。正月元日条の前の部分にあ

る「扣'1記月番之外認方｣。
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国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号（通巻第45号）

廿二日が月番之方残ル五日′廿一日迄望月治部左衛門

廿二日が恩田新六

九 月揃望月治部 左 衛 門

十月揃鎌原司馬

十一月廿八日が末、月番之方残ル小山田主膳

寛政三亥-'－－月書足揃

十二月月番之方残ル恩田内蔵丞

寛政三亥‐'一一月書足揃26）

引用部分は、天明4年（1784）「御在所日記」（い789）の冒頭部にある記載で、行広の跡を

継いだ望月監物(重教)による後筆と推測される。ここには､同年の各月の御用番が列挙され､「日

記扣」の原本（御用番が望月治部左衛門の場合）もしくは転写した日記（他の御用番家老の場

合）が揃っているかどうかが記載されている。ここでは「揃」と「月番之方残ル」（該当する御

用番家老の日記の転写が終わっていない）という記載が見られ、各月は「月番之方」ともう一

つの要素がそろって初めて「揃」となる構成をとっていたことがわかる。この点について、日

記の正月の部分をみると、下側に「懸り之方、正月分末二綴」と記されているので、「懸り之方」

が「月番之方」と並んで日記に加えられる要素であると推定できる。

実際に|ﾖ記の記載内容を見てみると、正月の部分は比較的小字で御用番家老（鎌原司馬）の

日記が元日から晦日まで記載された後、やや大きめの文字で正月121ヨより晦日までを抜粋して

「懸り之方」に関する記事が列挙されている。「月番之方残ル」とある3月の部分は、2月分の

「懸り之方」の記事が終わった後、「月番之方」の記載がなく、若干の行間を空けてただちに3

月分の「懸り之方」の記事が記載されている。

一方、行広自身が御用番を務めている月の場合は、御用番としての記事と勝手懸りとしての

記事を合わせた形で日記そのものが記述され、両者の区分は明確ではない。また、多くの記事

の右肩には「置附写済」という記述があり、前述の家老御用部屋に置かれた「本帳」が「置附

日記」であったことを文言の上からも確認できると同時に、「御在所日記」の形式をとっても自

らが御用番であったときの日記の部分は、「置附日記｣の下日記としての機能に変化がなかった

笛

＝

甥

図9「置附写済」という肩書

26）天明4年「御在所日記｣、真田家文書い789、国文学研究資料館所蔵。表紙直後の部分。
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ことを示している。

このようにして行広は、自身を含めた各月における御川瀞の動li'l、および''|らの勝手懸りと

してのl職務内容の双刀を1冊の、記の!|!に集約し、川務にあたっての検索の便をlxlろうとした

のである。

なお、行広の後継となった重教は、寛政3年(1791)に行広とl'1じ手法で「御在所II記」を

柵綴するとともに、過去に望月家でつくられた「御在所ll記」や「ll記キll」の記事のjW袖作業

を行っている。【史料10】によれば、天Iﾘ14年(1784)「御ｲi所ll記」のll)1の一部と1211の記

州ま、「〃番之方残ル」となっていて、御川番家老ll記からの転写が終わっていなかったが､そ

の横に「寛政三亥十一月書足揃」と補筆され、寛政3年11月に残っていたll記の転写を終えた

旨が記されている。実際の日記を見てみると、同年12月の部分については、恩田内蔵丞が担当

した御川番[l記を1ヶ月分通して転写し、その中に望〃行広が作成した「懸り之方」の記事を、

ll付に合わせて挿し込んでいくという複雑な形式となっている。

前に指摘した享保20年（1735）8～12月の日記(b,743)および元文5年(1740)の日記

（い749．い750）への他の家老の日記書抜（半紙判の川紙）の挿入も、寛政3年のことであ

り、砿教のもとで行われたものである。施教は、先代の行広がやり残した「御在所日記」の増

補に加えて、おそらくI'Iらの執務に必要な事項なども勘案し、過去に裕械されたII記全般に対

して見直しと増補作業を行ったと考えられる。

（4）小括

宝I緋6年（1756）をIIl'i期とするく家老H記〉の編綴方式の変化は、望jl治部左衛l'11行広（行

晃）の家老見習就任とほぼ軌を一にするものであり、行広の家老としての執務上の情報収集の

必要度に即して、日記の構成に変更が加えられていったことが確認できる。

また、松代藩では、行広の家老見習就任以前の段階で、各家老がつける「ll記ｷ11」の記述内

容の兇1111:しが図られ、定例化・慣習化した事項についてはll記には記さない方針がl,'ilまってい

たと'ILAわれる。家老兇習の役職に就いた行広が、宝)緋6年ll記のW頭で「左之趣不記」として

これらの項目を列挙したのは、こうした事情によるものと推定される。

家老の執務日記は、家老の御用部屋にある「置附日記」（史料上には、このほか「御城I1記」

「御〃j所日記」などと出てくるが、いずれも同じ日記を指していると思われる）が「本帳」＝

公式なll記として機能していた。各家老のもとにある「l1記扣」は、そのﾄ.ll記としての役割

を担っており、「、記扣」に記された内容は、すべてが「世附日記」へ反映されるとは限らず、

「本帳除」という記載に代表されるように、転写以前の段階で記事の取捨選択が行われた。ま

た、新たに就任した家老に対して、「置附日記」に記載すべき内容を指南する家老がいたことも

判Iﾘjする。日記情報という点から見れば、「置附日記」に比べて「1I記イll」のほうが、よりオ

リジナルな情報を含み込んでおり、一次的な記録としての性格が強い。

さらに、望月行広の勝手懸り就任にともなって、日記はより詳細なものとなり、自らの「日

記キll」に加えて、他の家老の御用番日記のほぼ全体を転写したうえ、ノj別配列によって綴じ込

む「御在所日記」の形式を整えることになった。さらに、内容的には「j1番之方」と「懸り之

方」の二本立てとし、他の家老の御用番I]記の末尾に|'Iらが作成した「懸り之方」の記ｻを編

入して、勝手懸りに関する情報を記録する形をとった。
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おわりに

以上、本稿では、真田家文i'l:<家老I1記〉のうち、「家老日記（その一)」「家老日記（その

二)」に分類される国許関係のII記について、その種類と性格に関する大まかなアウトラインを

描いてみた。しかし、これによっても、〈家老日記〉をとりまくさまざまな疑問の一部を解き明

かしたに過ぎない。そこで、今後の課題となるべき事項を記して「おわりに」としたい。

まず第一は、これらのll記の伝来に関する問題である。「家老H記（その一)」「家老H記（そ

の二)」に分類される日記は、もともとは望月氏という家老の「家」に残されていたと考えるの

が妥当で、表紙への後筆の書き込みや朱字での通し番号の付与も同家において行われたと考え

られる。しかし、これがどの時点で松代藩庁あるいは真III家へと集められ、真田家文書の一部

を構成するに至ったかという点は詳らかではない。しかもく家老日記〉の残り方が、文政5年

(1822)までは望月家、「家老II記（その三)」を構成する鎌原・河原・赤沢・恩田らの日記が

文政7年から維新期までというように、きれいに区分けでき、鎌原・河原らの日記にも時期的

な重複がほとんど見られない点も気になるところである。このことは、〈家老日記>の収集過程

で何らかの取捨選択に関する意思が働いていた可能性を示唆するものといえる。

第二は、望月行広の事例で述べたような日記情報の詳細化、年間を通じた日記の編綴といっ

た作業の痕跡が、寛政期を過ぎるとほとんど見受けられなくなる点である。もとよりこれらの

作業は、望月行広およびその後継である重教の手によるところが大きく、個人もしくは家レベ

ルでH記の管理を行っていたことの証左ともいえようが、寛政期以降の変化に対しては、藩の

II記符理のあり方の変化を含め、より詳細な検討が不可欠と考えられる。なお、この際、一つ

のImi期となる可能性を有するのは、文政期の動向ではないかと思われる。藩の日記土蔵に収め

られたII記その他の書類の再点検が実施され、新たな「H記井諸帳面入註文」が作成されたの

が文政3年4月のことであり、また、〈家老日記〉のうち、望月家で作成･管理されていたと考

えられる日記の年代の下限が文政6年となっているからである。また、家老日記を典拠として、

その収録記事の見出しを摘記した「H記繰出」がつくられるのも、文化～文政期頃が一つの画

期となっていると思われる27)。こうした点を含め、この時期の松代藩における日記．諸帳面の

管理に関する検討は、今後の課題としたい。

27）前掲、IKI文学研究資料館史料館編「松代藩庁と記録一松代藩「日記繰出」－｣、11～12頁。ここで

は各「ll記繰出」に収められた記蛎の年代を参照した。
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別表1真田家文書<家老日記＞（国許分）の表紙記載と朱字番号（文政6年まで）

請求番号｜目録表題 表紙記赦 朱字番号｜朱字訂正前｜形態

26A/V,

01687
(松代日記） (表紙なし） (不明） 美

26A/W,

00690
日記 元禄十四辛巳年正月ヨリ五月迄／一日記 美大

26A/W,

00693
(日記松代） (表紙なし） (不明） 美大

宝永元年申九月朔日（後筆）「十月十一月」／日
記（後筆）「松代」抑／（後譲）「剛」

26A/V,

00694
日記控松代 美大M･六

宝永弐乙酉年三月朔日（後筆）「四月|珊四月五月
六月七月八月九月十月十一月十二月」／日記
（後筆）「松代」扣

26A/V,

00695
日記控松代 二十七 美大

宝永三年戌正月朔日（後筆）「三月四月
月出八月十月十二月」／日記（後難）
扣／（後筆）「御国」

六月七
｢松代」

26A/､､

00696
日記控松代 一 十 八 美大

宝永四年亥正月朔日（後筆）「二月四月六月八
月九月出十月十二月」／日記（後錨）「国」扣
／望月治部左術門

二-'一九
一番

26A/W,

00697
日記控国 美大

(後筆）「閏正月二月三月［］七月
]」／日記（後筆）「松代」扣

宝永五年
八月［

26A/b,

00698
日記控松代 三一’ 美大

宝永五年子ノ十一月′同六年丑十一月迄／（後筆）
「松代」日記瞥抜／望月治部左術|]'l扣

26A/W,

00699
松代日記書抜 三十一 美大

宝永六丑年丑ノー月（後筆）「三月l11月五月六
月七月右六月」／日記（後筆）「松城」11:I

26A/W,
4

00700
日記控松代 三十弐 美大

26A/b,

00701
日記御国 宝永六己丑年七月j-l-一月迄／一日記御国 美大

宝永七庚寅
年松代日記

正月′十一月迄／宝永七庚寅年（後難）「松代」日
記書抜

26A/V,

00702
美三十三

正徳三巳年正月元日ヨリ閏五月十六日アサマテ／
（後筆）「御在城五月十六日御発粥」／日記番抜
（後筆）「松代」扣／望月治部左術III1

26A/V,

00703
日記書抜松代 美三-l-IM

日記書抜御国
控

正徳四年午ノ九月四日ヨリ十二月マテ／日記（後
誰）「書抜」御国扣／望月治部左術門

26A/b,

00704
三十五 美

正徳五年末正月朔日五月朔日／二月／五月十四日
御発駕／日記御国扣／望月治部左術門

26A/b,

00705
日記御国控 三十六 美

日 記松 代控
※い705と合綴

正徳五年末八月朔日十一月／日記（後錐）「松代」
扣／望月治部左術IIW

26A/V,

00706
(同上） 美大

正徳五乙来年二月ヨリ四月マテ／日記（後錐）「書
抜」御国／（後箪）「諏訪口祝御目見之事お岩様
御死去八幡出火之事大勧進入院ノコト井田平四
郎参候事」／望月治部左衛門

26A/V,

00707
日記書抜御国 美大三十七

正徳丙申年七月朔日享保と改元正月元日
日四月朔日（後筆）「七月九月」／日記
「松代」邦／望月治部左術門

二月朔
(後筆）

26A/W,

00708
日記松代控 三十八 美

日記松代控
※い708と合綴

享保元丙申年七月朔日九月朔日／日記（後錐)｢松
代」扣／望月治部左術門

26A/V'

00709
(同上） 美

享保二年酉正月
月書抜三月［
月治部左衛門

二月（後筆）「書抜」（付葵）「二
]」／日記（後筆）「松代」扣／望

26A/b,

00710
日記松代控 悩九 美

享保二丁酉年二月廿九日（後筆）「大火事御城類
焼」三月四月五月三日迄／日記（後錐）「松代」
抑／望月治部左術門

控
錨

代
と

松
加７

記
い

日
※

26A/b]

00711
(同上） 美大

日記松代控
※い710と合綴

享保二丁酉年五月四日／日記（後箪）「松代」扣
／望月治部左術門

26A/V,

00712
(同上） 美

日記松代
※い683･い684

｢諸用帳｣と合綴

享保弐年酉五月ヨリ十二月マテ／日記（後筆）「松
代」／（後筆）「松寿院様七回忌御法事」／望月治
部左術門扣

26A/b,

00713
美(不明）

享保三年戌之正月ヨリ九月マテ／日記瞥抜（後筆）
「松代」／善光寺鈍居堰出入力石村男女指述自滅

肴町西念寺梅翁院八丁大笹海道之事／望月治部左
術門扣

26A/V,

00714
日記書抜松代 四1 美
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朱字番号｜朱字訂正前｜形態請求番号｜目録表題 表紙記載

日記書抜国控
※い714と合綴

享保三年戌之九月四日ヨリ十二月マテ／日記（後
筆）「書抜」国扣／望月治部左術i!リ

26A/V3

00715
美(同上）

享保四己亥年正月ヨリ六月六日マテ（後筆）「五
月ヨリ十二月マテ瞥抜」／日記御在所／望月治部
左衛門扣

26A/V､

00716
四十弐 美大日記御在所

日記書抜松代
※い716と合綴

享保四年亥五月ヨリ十二月マテ／日記智抜（後筆）
「松代」／寺院御朱印叩渡シ／望月次部左術門扣

26A/b,

007].7
半(同上）

享保五年子正月ヨリ七月マテハ書抜
月十五日ヨリ十二月マテ日記」／日記
抜」松代／望月治部左術門扣

(後筆）「七
(雄抹）「譜

26A/W,

00718
美日記松代 四十三

26A/W,

00719

(001）

享保五年子七月十五日ヨリ八月／日記（後華）「松
代」／望月治部左術門扣

日記松代
※い71凶と合綴

(同上） 美大

26A/W,

00719

(002)

享保五年子九月ヨリ十二月マテ／日記松代／望月
治部左衛門扣識

代
と

松
哩今

Ｉ

．
』
、

言
ロ
ー
Ｖ

日
※

(同上） 美

享保六辛寅年正月朔日（後筆）「同四月迄五月′
十二月迄」／日記（後筆）「松代」／望月治部左術
門扣

26A/W,

00720
美大四十四日記松代

享保六辛寅年五月′十二月迄／日記（後錐）「松
代」／望月治部左術II11j:IJ

日記松代
※い720と合綴

26A/V,

00721
美大(同上）

享保七壬寅歳正月ヨリ四月マテ番抜五月が十二月
迄／日記（塗抹）「啓抜」（後錐）「松代」／望月
治部左術門扣

26A/V,

00722
美1匹'十五日記松代

享保七年寅五月‘十二月迄／日記（後飾）「松代」
扣／望月治部左術l''l

26A/b,

00723
美大日記松代控

享保九甲
「／（後

代」扣
「望月治

§）「十二月迄（後筆）
」日記（後筆）「松
御着城」／（後筆）

辰年正j
筆）「御
(後筆）
部左術''1

1朔日
留守御
｢九月tl
l」

(後難
在城
一日

26A/b,

00724
美大日記松代控 四十七

享保‐'一一丙午年正月（後難）「六月迄」／（後筆）
「御在城」日記術l11il/望月治部左術l''1扣

26A/b,

00726
美大四-'一九EI記御国

享保十一年午ノ四月／（後筆）「御留守」日記
（後筆）「松代」扣／望月治部左術門

日記松代控
※い726と合綴

26A/V,

00727
美大(同上）

享保十三戊申年五月
月十月十一月十二月」
／望月治部左術門

(後筆）「六月七月八月九
／日記（後錐）「松代扣」

26A/V,

00733
美大五十日記松代控

享保十四年（後錐）「|司-1-五年」酉八月廿二日
（後筆）「閏九月十一月戌正月」／日記（後筆）
「松代」扣／望月治部左術門扣

26A/V,

00734
美大五十二日記松代控

享保十七壬子年正月四月閏五月（後筆）「七月
十月」／御留守日記御在所扣／望月治部左衛門

26A/W,

00737
美大日記御在所控 五十三

享保十七年子七月（後筆）「十月」／日記（後
筆）「御在所」扣／望月治部左術門

日記御在所控
※い737と合綴

26A/V,

00738
美大(同上）

26A/W,

00739
美大享保十七壬子年六月ヨリ十二月迄／二日記御国日記御国

享保十八癸丑年（後筆）「二月」五月廿五日（後
筆）「が未六月」／（後筆）「松代」日記御留守／
望月治部左衛門扣

26A/V,

00740
美大松代日記 五十四

享保十九年寅正月／（後筆）「御留守」日記（後
華）「御在所」扣／望月治部左術門

26A/W,

00741
美大日記御在所控 五十五

享保二十乙卯年五月ヨリ十二月迄／日記松代／望
月治部左衛門扣知英※「(五月一七月）以下大判
につ蚤く」という鉛錐書きあり

26A/V,

00742
美日記松代 五十六

享保二十乙卯年八月十二月／日記松代／望月治
部左衛門扣

日記松代
※い742と合綴

26A/W,

00743
美大(同上）

享保廿一年元文元年ヨ
辰四月（後筆）「五月十
／松代日記扣／望月治

五月七日於殿中改元被仰出
卜九日j廿一日迄六月十月」
台部左術門

26A/W,

00744
(不明） 美大日記控

元文元辰年十月／日記（後筆）「松」扣／望月治
部左術門

日記松控
※い744と合綴

26A/b,

00745
美大(同上）

－22－



真III家文i'l:<家老日記〉の械類と性格（太111)

－23－

請求番号 1I録表題 表紙記載 朱字番号 朱字訂正前 形態

26A/b,

00746
日 記 松 代 写

元文二丁巳年正〃（後筆）「四月八月|則十-ll」
(後筆）「就徳院様御霊屋御入仏間十-jj十九Ⅱ」

／日記（後兼）「松代」写／治部左衛門扣
九十 美大

26A/W,

00747
日記松代控

元文三年午三月（後筆）「四月誇抜」/H"(後
筆）「松代」扣／治部左衛門

九十一 美

26A/b,

00748
日記松代控

元文四年末八月（後筆）「十二月」/I1記（後兼）
｢松代」扣／望月治部左衛門

九十二 美

26A/b,

00749
記松代控

元文五申年正ﾘlj十二月迄揃但正･I川・七・八・
十一寛政三二認入/ll記（後筆）「松代」#II>/"
月治部左衛門

九十三 美

26A/b,

00750

日記
※い749と合綴

元文五庚申年（貼紙）「間七月十月□□ll迄十二
月」／日記（後乖）「松代」扣／治部左衛|'1l

(不明） 美

26A/b,

00751
日記松代控

寛保元辛西年l川月（後筆）「九月」/H3d(後兼）
｢松代扣」／望月治部左衛門

九十四 美

26A/b,

00753
日 記 松 代 控

寛保三癸亥年五〃（後筆）「十月]/H記（後埖）
｢松代扣」／治部左衛門

九十五 美

26A/b,

00754
日記松城

寛保四甲子年延享元年ニノj廿九日於殿II'改元被仰
出三月三日御從所江達三月（後兼）「九〃」/II
記松城

九|･六 美

26A/b,

00755

日記松城
※い754に合綴

延享元甲子年ノLﾉl/ll組松城／治部左術l''1 (|可l:) 美

26A/b,

00756‐

001

ロ記松代控
延享三丙寅年ノi〃（後筆）「八月1.二〃」/ll記
(後筆）「松城」イll

九十七 美大

26A/b,

00756‐

002

日記 松代 控
※い7561と合綴

延享三年寅八jl/llid(後兼）「松城」イⅡ (1nl上） 美大

26A/b,

00756‐

0()3

II記松代控
※い756-2と合綴

延享三丙寅年十二jl/l1記松城イ11 (111上） 美大

26A/V,

00759
記松代控

(虫損)[]/1l記（後錐）「松城」イ11/治
部（虫損）［］

(不lﾘl) 美

26A/b,

00761
日記控

寛延二年巳二)l/1I記（後筆）「松代」イⅡ/Wjj
治部左衛門

九十□ 美

26A/b,

00762
日記松城

寛延三庚午年十二月/H記松城／望月治部左衛
門扣

百 美

６
０

２
０

A/b,

763‐

001

日 記 控 松 城
寛延IJq年三月（後飛）「五月閏六月」/H:d(後
筆）「松城」扣／望〃治部左衛門

百一 美

26A/b,

00763-

002

I1記松代控
※い7531と合綴

寛延岡辛未年血〃/1I記（後筆）「松城」イⅡ／認
月治部左衛門

(同上） 美

26A/b,

00763‐

003

日記松代控
※い7532と合綴

寛延四辛未年|判六月/I~1記（後筆）「松代」扣／
望月治部左衛門

上） 美

６
０

２
０

A/l,

758
日記 (表紙なし） (不明） 美

A/ld,

00760

日記書抜行 広
控

宝暦二申三酉四戌五亥（後筆）「六子六jl迄」／
(後筆）「松代」1I記蕎抜／行広扣

百弐 美

A/b,

00764
日記 宝暦三癸［］｜ﾉﾘ11/H記[] 美大

26A/b,

00765
日記控 宝暦三癸門年六〃/11記キ11 美大

26A/b,

00766
日記控 宝暦三年西十二月/11記扣 美大

26A/b,

00767
日記控 宝暦四年戌二月/II記扣 美大

26A/b,

00768
日記控（松代） 宝暦六丙子年六jl/1I記キⅡ 美

26A/b,

00769

松代日記控行
広

宝暦六丙子年七〃三I1'l可七丁丑年五〃11･-11迄
幸豊公御初入／（後縦）「松代」II記ｷll/行広

一
一
一

一
１」｜Ｉ 美



請求番号

26A/b,

00770

26A/b,

00771

26A/W,

00772

26A/W,

00773

26A/b,

00774

26A/b,

00775

26A/b,

00776

26A/L,

00777

26A/L,

00778

26A/b,

00779

26A/b,

00780

26A/b,

00781

26A/b,

00782

26A/"

00783

26A/l,

00784

26A/b,

00785

26A/b,

00786

26A/b,

00787

26A/b,

00788

26A/b,

00789

26A/b,

00790

26A/"
03174

26A/b,

00791

26A/b,

01666

26

00

A/b,

792

26A/b,

00794

26A/b,

00795

26A/b,

00796

IKI文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号(im巻第45号）

目録表題

日記松代行
広控

日記松代行
広控

日 記 行 広 控

日記御在所
行広控

御在所、記行
広控

御在所日記行
広控

御在所日記 行
広控

御在所日記

御在所H記（後
欠）行広控

御在所日記

御在所日記

御在所日記（後
欠）

江戸御在所l1記
(後欠）

(I｣記）

御在所ll記

(御在所ll記）

(御在所日記）

御在所日記

御在所日記

御在所日記

(御在所日記）

(御在所日記）
(前後欠）

御在所H記行
晃控

(家老用番11
記）松代

御在所日記砿
教控

御在所日記
月監物

御在所日記望
月監物
※い794と合綴

御在所Ⅱ記望
月監物

表紙記載

宝暦七丁丑歳従五月廿一日j九月十日至ル／日記
松代／行広扣

宝暦八寅年九月廿四日‘十二月晦日迄/u記松代
／行広扣

宝暦十（虫損） ［ ］

宝勝十二壬午年三月ヨリ十二月迄八月廿|ﾉﾘll御婦
城/n記御在所／行広扣

宝勝十三癸未年正月ヨリ十二月迄九月三11御参府
御発駕／御在所日記／行広扣

宝勝十IJq甲申年正月ヨリ十二月迄（貼紙）「御帰城
七月十六日」／御在所日記／行広扣

明和二乙酉年正月ヨリ十二月迄御参府六月四日御
発駕／御在所日記／行広扣

明和三丙戌歳正月ヨリ十二月迄七月廿一日御端城
／御在所日記／行広扣

明和四丁（虫損）［］六月三日御発駕／
御在所日記／行広扣

明和五戊子年正月ヨリ十二月迄八月七日御帰城／
御在所日記／望月治部左衛門扣

明和六己丑年正月ヨリ十二月迄四月十六日御発鰯
／御在所日記／望月治部左［］

明和九壬（虫損）［］安永改元三月六日（虫
損）［］五月（虫損）［］／十月朔H御帰城
／御在所日記

安永二癸卯（虫損）［］正月十六日（虫損）［
］九月-1-I叫日（虫損)[]六月五日御発鮒／

江戸御在所日記／行広扣

安永五内申年吉舎初御在府※以下、家老の川府．
WIIII(Iの)lが示される

安永七戊戌年八jj廿四日御帰城／御在所lliiu/行
広#ll

(表紙なし）

(表紙なし）

天明二壬寅年正月ヨリ十二月迄十月十-ll御帰城
／御在所日記／行広扣

天明三癸卯年（後筆）「浅間山大焼大凶作御近額
百姓騒動'六月朔日御参府／御在所日記／行広扣

天明四甲辰年八月廿八日御帰城／御在所日記／行
晃扣

(表紙破損）

(表紙なし）

天明八戊III年御前御滞府／御在所日記／行晃扣

(表紙なし）

寛政三辛亥年口月朔日御発駕／御在所H記/jit教
扣

寛政五丑年四月六月（後筆）「若殿様御在所」／
(後筆）「御在所」日記（後筆）「御留守」イll/W

月監物

寛政五丑年六月／（後筆）「御在所」日記（後
筆）「御留守」扣／望月監物

寛政五雅年九月／（後筆）「御在所」日記（後
筆）「御留守」扣／望月監物

－24－

朱字番け．

百lﾉリ

IIi

(不lﾘl)

Izi七

fi九

(不Iﾘl)

面十一

商十弐

百十三

間十1JW

(不Iﾘl)

面卜八(七
に打正）

［］八

l'l.三l･

(不lﾘl)

(不lﾘl)

肖三l･IIq

百三十□

百三十六

(七に訂正）

(不Iﾘl)

(不明）

百lIu十

(不Iﾘl)

肖l叫･l･IJM
上

(I11上）

百I)ql･lIq

卜

朱字訂正前 形態

美

美

美

美

美

美

美

美

美

美

美

半

半

半

半

美大

美大

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半



J(III家文書く家老日記〉の種類と性格（太III)

－25－

請求番号。 II録表題 表紙記載 朱字番号 朱字訂正前 形態

26A/b,

00797

11記控松代
望ﾘl監物
※い796と合綴

寛政五発雅年十二〃／日記（後筆）「御留守」扣
松代/tml1監物

(Inl上） 半

26A/b,

00798

御在所11記控
小llllll主購・望
月監物

寛政六寅年二jl但二uj/(後筆）「御在所」I」
‘肥（後”「御制守」扣／小山田主膳望月監物

百I叫十五 半

26A/b,

00799

松代II記控認
jj監物

寛政七卯年九)］（後筆）「十一月懸之儀有之」／
松代ll'idjl1/Wl儲物

I到りu|･八 半

26A/b,

00802

松代ll記控望
月監物

寛政八Iﾉj辰年正j1小／（後筆）「松代」日記（後
縦）「御在府」控／望月監物 上

IIq1･九
半

26A/W,

00803

松代11記控報
月監物

寛政八岐年三jl(後筆）「四月・五月懸之儀有之」
／（後飛）「松代」日記（後筆）「御在府」扣／望
ﾉl監物

ITIIq十九
中

半

26A/L,

00804

松代H記控望
月監物

寛政八辰年六月（後筆）「七・八・九月懸り記之」
／（後縦）「松代」日記（後筆）「御在府」扣／
望月監物

百四十九
下

半

６
０

２
０

A/b,

757

日記松代控
監物

寛政九巳年十二月（後筆)「翌午正月十八日末有之
懸故記慨」／日記（後筆）「松代」扣／監物

百五十 半

６
０

２
０

A/b,

811

控u 記 松 代
望月監物

寛政十午年I叫月／控日記（後筆）「松代」／望月
監物

(貼紙）百
五十四

(不明） 半

妬
㈹

A/b,

812

H記松代控
望月監物

寛政十年午六月／日記（後筆）「松代」扣／望月
監物

(貼紙）百
五十六

［］十八 半

26A/b,

00813

松代日記控望
月監物

寛政十午年八月／（後筆）「松代」日記扣／望月
監物

(貼紙）百
五十弐,営

半

26A/b,

00814

松代日記控 望
〃監物

寛政十午年九月／（後筆）「松代」日記扣／望月
監物

半

26A/b,

00815

[1記松代控
望月監物

寛政十午年一ﾄﾉ1／Ⅱ記（後筆）「松代」扣／望月
監物

(貼紙）百
五十弐二

半

26A/W,

00826

1l記松代控
望月主水

享和元門年七〃大（後兼）「○女中御暇出立三日
○佐州御上納金六|I通行」／日記（後筆）「松代」
控／望Il主水

(貼紙）百
五十七

商五十弐五冊之
内

半

26A/W,

00827

松代I/1,肥控瓢
月主水

享和元11V年八jl/(後筆）「松代」日記扣／望月
主水

(貼紙）
五一|･八

商 百五十弐五冊之
内

半

26A/b,

00828

松代1I記控望
月主水

享和元門年十月大／（後筆）「松代」日記扣／望
〃主水

(貼紙）百
五十九

五冊之内 半

26A/W,

00829

松代1I記控望
月主水

享和元門年十一ル1,／（後筆）「松代」日記控／
望月主水

(貼紙）百
六十

百五十二五冊之
内

半

26A/b,

00830

松代Ⅱ記控望
月主水

享和元門年十二月／（後筆）「松代」日記扣／望
月主水

(貼紙）百
六十壱

五冊百五十□ 半

26A/L,

00831

日記松代控
望月主水

享和二戌年二月／日記松代控／望月主水
(貼紙）百
六 n n

半

26A/b,

00832

松代日記控望
月主水

享和二戌年I川月／（後筆）「松代」日記（後筆）
｢御在府」控／望月主水

(貼紙）百
六十IJq

［］之内 半

26A/b,

00833

松代Ⅱ記控望
月主水

享和二戌年六月／（後筆）「松代」日記控／望月
主水

(貼紙）百
六十五

百五十四四冊之
内

半

26A/b,

00834

松代u記控主
水

享胤'二年戌七m（後筆）「○佐州御金荷十日通○
女II1立端ll･六II｣/(後筆）「松代」日記（後兼）
｢御在城（後飛）「控／主水

(貼紙）百
一
、

ユ
ノ

寺
０
十
０

－
、

ユ
ノ

百五十四四冊之
内

半

26A/b,

00847

lli氾松代控
ffMjj主水

享和三亥年l･一〃大／日記松代扣／望月主水
(貼紙）
六十七

ri
Fi口十五 半

26A/b,

00848

松代1I!仙控割！
l1主水

1"l11ノリf年二jl二〃十九LI文化ト改元／松代ll
,idll1/蝋川主水※（貼紙）一絵IXI江戸か戻候
節とじ入IIIIII候1#、為九郎朧敷絵図向諸川帳預祇可
I1職、迫lij江府が戻候節綴入可申哉奉伺候、尤附札
之処ハ‘術川1帳江制i"111候

(貼紙)1ri
六|･八

I'i五十六四冊之
内

半

26A/b,

00849

松代'1記控望
ﾉl主水

文化元子年lﾉﾘjl小／松代日記扣／望月主水
(貼紙）Fi
六十九

lﾉﾘ冊之内 半

26A/b,

00850

1I記控松代
朝月主水

文化元子年1･jj小/11記扣松代／望月主水
(貼紙）百
七1･一

I¥i五十六四冊之
内

半

26A/b,

00851

｢I記控松代
")j主水

文化二1I:年正jl小／Ⅱ記扣松代／望月主水
(貼紙）百
七十弐

17五十七二冊之
内

半



請求称号

26A/b,

00852

26A/b,

01634

26A/b,

00860

26A/b,

00861

26A/b,

00862

26A/b,

00863

26A/b,

00864

26A/b,

00865

26A/l,

00866

26A/b,

00867

26A/b,

00868

26A/b,

00869

26A/b,

00877

26A/W,

00878

26A/b,

00879

26A/b,

00880

26A/b,

00881

26A/b,

00882

26A/b,

00883

26A/b,

00892

26A/l,

00893

26A/b,

00894

26A/b,

00895

26A/b,

O()913

26A/b,

00908

26A/b,

00909

26A/b,

00910

26A/b,

00911

IKI文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第10号（通巻第45号）

II録表題 表紙記載

11記控松代
望月主水

文化二11年三)l小／日記控松代／望月主水

(II記）松代 (表紙なし）

11記控松代
"j]WW

文化三寅年八月／日記控松代／望月頼母

御在所ll記控 文化lﾉﾘ卯年二月大／（後筆）「御在城」ll記控
松代蝋jIWIIIM (後”「松代」／望月頼母

1I記控松代
望川棚Iリ

文化lIq卯年五ﾉj大/H記控松代／望月頼母

H1把控松代 文化lﾘﾘ卯年八jl/日記扣（後筆）「松代」／望ﾉ1
望j]軌祉 航祉

H記控松 文化Iﾉﾘ卯年l-一月／日記控（後筆）「松代」／望
望〃緬趾 〃紋Iリ

趾

記控望ﾉj願
文化五辰年二jj大／日記控／望月頼母

雌

記控望〃 執
文化五辰年IJq月小／日記扣／望月頼母

日記控望月執
母

文化五辰年六月十五日迄／日記控／望月頼母

日記控望月軌
母 文化五辰年間六月十五日が／日記扣／望月頼母
※い867と合綴

日記控望ﾉl頼
母

文化几辰年十月／日記扣／望月頼母

1I記控望jlWi
雌

文化上午年七月大／日記控／望月頼母

111超松代控 文化七午年卜月／日記（後筆）「松代」控／望月
望月願Iリ 職峨

1II把控蝋〃伽
趾 ‘

文化八未年二月/I｣記控／望月頼母

1I記松代控 文化八未年三月／日記（後筆）「松代」扣／望月
望Ij頼雌 緬献

1I記松代控 文化八未年六月／日記（後筆）「松代」控／望月
望月頼趾 航l#

松代日記控望
月頼母

文化八未年ノL月大／日記控／望月頼母

松代日記控望
月噸母

文化八未年十二月大／日記扣御在府／望月頼母

松代Ⅱ記控 文化|､癸酉年五月/I1記控／望月頼母

文化十癸門年六月小八日か○六月朔日御発駕／
松代日記控 (後兼）「松代」日記（後筆）「御留守」控／望月

噸I#

松代ll;d 文化|･癸門年九月大/H記御留守／望月頼母

1I!把搾 文化|･癸I)V年十一〃大／日記御留守控／望月蜘吐

御在所IIIid"
文化l･二乙亥年四11大/(後筆）「御在所」lli;u
lli/Wll""

御在所1II把搾
文化十二乙亥年六月小／（後筆）「御在所」｜l記
控/"11MII"

松代1I!肥控
文化|･二乙亥年大八月（後筆）「○天真院様御卒
去」／（後雅）「松代」日記控／望月隼人

御在所ll,id控
文化十二乙亥年九月小／御在所日記控／望月頓
If

松代Ⅱ記控
文化|･二乙亥年小十一月／松代LI記控／望月隼
人

－26－

朱字番号

(貼紙）百
七十口

(不lﾘl)

(貼紙）間
七十IIu

(貼紙）百
七l･五

(貼紙）間
七十六

(貼紙）百
七-'一七

(貼紙）百
七十八

(貼紙）百
七十九

(貼紙）百
八十

(貼紙）百
八拾壱

(lil上）

(貼紙）百
八十弐

(貼紙）白
八拾三

(貼紙）
八l･IIW

間

OMi紙)両八
|･五松代

側i紙)百八
松代

(貼紙）百
八十七

(貼紙）百
八十八

(貼紙）百
八十九松

代

(貼紙）百
九十松代

(貼紙）百
九十一

(貼紙）百
九十弐松
代

(貼紙)百九
l･三松代

(貼紙)I'i
ﾉL-l･lﾉリ

(IIIIi紙）百
九'五

(貼紙）百
九十六

商九十七

(貼紙）ri
九十七

朱字訂正前

(不明）

IJﾘ冊之内

百五十□IJq冊之
内

百五十九四冊之
内

百五十九|叫冊之

内

百六十岡冊之内

IJq冊之内

百六十四冊之内

四冊之内

弐冊［］

百六十一弐冊之
内

百六十口五冊之
内

百六十口五冊之
内

百六十二五冊之
内

百六十二五冊之

内

百六十□

百六十三四冊之

内

百六十三四冊之
内

百六十三四冊之
内

百六十三四冊之

内

I'i六l･四五冊之
内

百六1-1叫五冊之
内

Izi六十lノリ五冊之
内

百六|＝四［］
上

百六十I叫五冊之
内

形態

半

美

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半



典IⅡ家文iIF<家老I]記〉の種類と性格（太lll)

－27－

請求番号 ll録表題 表紙記載 朱字番号 朱字訂正前 形態

26A/L,

00912
松代II記控

文化十三子年正月／（後筆）「松代」u記控／望
jl隼人

百九｜･八
百六十l川下五冊
之内

半

26A/l,

00914
松代lli氾控

文化十三子年大Iﾉﾘﾉl/(後筆）「松代」日記才11/
朝〃航Iメ

百九十九 五冊之内 半

26A/b,

00915
松代1I1肥控

文化|･三子年六11大／（後筆）「松代」日記イll/
W4jlfiW

二百
向六|･四下五冊
之内

半

26A/b,

00916
松代111氾控

文化|･三f年九)j小五11′靭負廿-uヨリ頼雌
／（後飛）「松代」11記扣／望月頼母

二ri-
商六十l川下五冊
之内

と
一１

９
｝

26A/b,

00917
松代ll記控

文化l･三f年l･ニノ1大/(後筆）「松代」11記松
代イll/望川緬l＃

二百弐
Iri六1･lIq下五冊

之内
半

26A/W,

00918
松代1I記控

文化l-ljW11:年二jl小/(後筆）「松代」日記ｷII/
割〃1械峨

弐百三
1吋六十五五冊之
内

半

A/b,

00919
松代II犯控

文化l･lJu年丁1IIIq月大/(後筆）「松代」日記
(後兼）「松代」イl1/望月頼杜

二百lﾉリ
商六一|･五五冊之

内
半

A/l,

00920
松代1l記控

文化十IJﾘ趾年六月大/(後筆）「松代」日記扣／
望jl城Iリ

(貼紙）二
百五

百六十口五冊之
内

半

26A/b,

009
松代1l記控

文化十Iﾉﾘ丑年八月大／（後筆）「松代」日記控／
(後飛）「恩川靭負十六日‘」望月頼母

(貼紙）二
百六

百六十五五冊之
内

半

A/b,

009
松代II記控

文化1･1ﾘ明&年十月小/(後筆）「松代」日記控／
cMIj較趾

二百七
百六十五五冊之
内

半

26A/b,

00923
H 記 松 代 控

文化|･五戊寅年正月大／（後筆）「御留守」日記
(後兼）「松代」控／望月頼母

(貼紙）二
百八

百六十六弐冊之
内／二十四

半

26A/b,

009
松代1I記控

文化十五戊寅年l叫月大（後筆)｢五月四日年号文政二改」
／（後兼）「松代」[I記（後筆）畦」／望月頼趾

(貼紙）二
百ﾉL

百六十六弐冊之
内／二十四

半

26A/b,

00925
松代1I記控

文政元寅年七月大（後筆）「○七月十一日御城着」／
(後飛）「松代」1I記（後筆）「御御舟」控/'望月頼母

(貼紙）二
百十

壱百六十ll之
内／二十四

半

26A/b,

00926
ll記松代控

文政元寅年1．一月小／日記（後筆）「松代」扣／
"jlfillJ

(貼紙）
百l･一

二 壱百六十口弐冊
之内／二|･四

半

26A/b,

00927
松代1l記控

文政二卯年二〃大／松代日記（貼紙）「御在城」
#Ⅱ／蝋)1緬趾

(貼紙）
白|･弐

二 (不Iﾘl)/二十
五

半

26A/W,

00928
松代l1記控

文政こりl1年|Wljqjl小/(後筆）「松代」日記（後
樅）「松代」イll/望月頼趾

(貼紙）弐
白|･三

ri六十八[]
／弐|･五

半

26A/@､

00929
松代1I記控

文政二卯年八〃大／
j1脚”

(後筆）「松代」日記扣／望 (貼紙）弐
肖十IIu

円六十八四冊之

内／二十五
半

26A/b,

00930
松代日記控

文政二卯年十jl小寅／（後筆）「松代」日記扣
(後飛）「松代」／望月頼母

(不明） 半

26A/b,

00931
(松代ll記控）

文政三反年三月'1､／（後筆）「松代」日記扣／望
月願趾

二百［
］

半

A/b,

009
(松代II記控） (表紙なし） 半

A/b,

00933
松代11記控

文政三庚辰年八月大／（後筆）「松代」日記控／
望ﾉ1緬Iリ

二百十八 (不明）／二十六 半

26A/b,

00934
松代I1記控

文政三庚辰年九月／（後筆）「松代」日記扣／望
jj願趾

二百十九
百六十九五冊之
内／二十六

半

26A/b,

00935
松代1I;d

文政三庚辰年十二月大三日寅二刻寒入／松代日
‘肥□／望）1鞭l’

［］ 五冊之内 半

26A/b,

00936
松代ll紀搾

文政l川辛u年三月小／（後筆）「松代1日記扣／望
〃航は

弐百弐l･
一

百七十／二十七 半

26A/b,

00937
松代II記控

文政lﾉﾘ辛巳年五jl/(後筆）「松代」日記扣／望
)1噸雌

(貼紙）弐
百弐拾二

(不Iﾘl) 半

26A/b,

00938
lli氾控 文政川権巳年八l1小/H記扣／望月頼離

(貼紙）弐
間弐拾三

Fi七 半

26A/b,

00939
松代ll記控

文政lﾉﾘ辛巳年十一月小／日記扣（後筆）「松代」
/WjWill

弐商弐十
Iﾉリ

I'i七十 半

26A/b,

00940
1l記控松代

文政ﾉL壬午年ノi〃小／（後筆）「御劉守」ll記
(後抽）「松代」イ1l/望月頼母

弐百弐十
－8－

ノ、
半

26A/b,

00941
I1記控松代

文政ﾉ[稚午年十〃/ll記扣（後筆）「松代」／望
jj帆雌

弐百弐十
八

半

26A/b,

00942
11記控松代

文政六未年七月/II記扣（後筆）「松代」／望〃
帆Iリ

弐肖三'。 半



国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号（迩巻第45号）

別表2真田家文書く家老日記＞（国許分）の記述・編綴方法と種類（天明4年まで）

請求番号

26A/W,01687

26A/b,00690

26A/V,00693

26A/b,00694

26A/b,00695

26A/b,00696

26A/b,00697

26A/b,00698

26A/b,00699

26A/W,00700

26A/b,00701

26A/b,00702

26A/W,00703

26A/b,00704

26A/b,00705

26A/b,00706

26A/b'00707

26A/b,00708

26A/b'00709

26A/l,00710

26A/b,00711

26A/b,00712

26A/V,00713

26A/W,00714

u録表題

(松代日記）

日記

(日記松代）

日 記控松代

日 記控松代

日記控 松 代

日記控IKI

日記控 松 代

松代日記111:抜

日 記控松代

日記御IKI

宝永七庚寅年
松代日記

日記書抜松
代

日記書抜 御
国控

日記御国控

日記松代控
※い705と合綴

日記書抜御
国

日記松代控

日記
※い 708

日 記松代控

日記松代 控
※い710と合綴

日記松代 控
※い710と合綴

日記松代※い
683．い684「耐
用鯛と合綴

日記書抜松
代

記述・綱綴方法

貞享3年:11/2-12/1記名なし(A)

元禄14年：内表紙l/1-1/30小llllll平大夫(A)2/1-2/29望月監物(A)
3/1-3/30小山1I1平大夫(A)4/1-4/29望月監物(A)5/1-5/17小山

田平大夫(A)

元禄17年:2/1-2/29記名なし(A)3/7-3/29記名なし(A)5/1-5/30
望月治部左衛門(A)7/1.7/29記希なし(A)8/1-8/30記名なし(A)

宝永元年:9/1-9/30望月治部左衛I1II(A)10/1-10/25!氾名なし(B)
11/1-11/30記剰なし(A)

宝永2年:3/1-3/29記名なし(A)4/1-4/30記名なし(A)閏4/1･閏
4/9-閏4/29記名なし(A)5/1-5/30記名なし(A)6/1-6/29記名なし
(A)7/1-7/30品名なし(A)8/1-8/30記名なし(A)9/1-9/29記名

なし(A)10/1-10/30記名なし(A)11/1-11/30記名なし(A)12/
1-12/28記名なし(A)

宝永3年:1/1.1/29記名なし(A)3/1-3/29記潴なし(A)4/1-4/30
記名なし(A)6/1-6/29望11治部左術IIII(A)7/19論部左衛門(1H
のみ)8/1-8/30犯潴なし(A)10/12-10/30記名なし(A)12/1-12/30
記名なし(A)

宝永4年:1/1･1/29記名なし(A)2/1-2/30記名なし(A)4/1-4/29
記名なし(A)6/1-6/29記名なし(A)8/1-8/30記潴なし(A)9/13
記名なし(1Hのみ)10/1-11/1記名なし(A)12/1-12/30望月治部左
衛門(A)

宝永5年:IWI/l-IMl/29記墹なし(A)2/1.2/30!肥潴なし(A)3/1-
3/29記名なし(A)4/1-4/29i肥潴なし(A)5/1-5/30i肥希なし(A)
7/1-7/29記名なし(A)8/7-8/30記潴なし(A)11/27-11/30望月治部
左衛門(A)12/1.12/29望月治部左衛IIIj(A)

宝永5年:10/16-宝永6:11/30記名なし(B)

宝永6年:2/1-2/30記名なし(A)3/1-3/24記名なし(A)4/4-4/29
記名なし(A)5/1-5/29記名なし(A)6/4-6/15記名なし(B)7/3-
7/29記名なし(A)

宝永6年：内表紙7/1-7/29記名なし(A)8/1.8/29妃名なし(A)
9/1-9/30記名なし(A)10/1-10/29記希なし(A)11/1-11/30記名な
し(A)

宝永7年:1/4-1/27大熊四郎左衛門(B)2/1-2/24矢沢将監(B)3/1-
3/30大熊四郎左衛門(B)4/1.4/29大熊Inl郎左衛門(B)5/1-5/29大
熊四郎左衛門(B)6/1-11/15記名なし(B)

正徳3年:1/1.IM5/16記名なし(B)

正徳4年:9/4-12/26記名なし(B)

正徳5年:1/1-1/30望月治部左衛門(A)2/1-2/29小山lⅡ平大夫(AB)
5/1-5/29望月治部左衛門(A)

正徳5年:8/1-8/30記名なし(A)11/1-11/30記名なし(A)

正徳5年：2/2-4/28記名なし(B)

正徳6年:1/1-1/11記名なし(A)2/1-2/30記名なし(A)3/29-4/30
記名なし(A)5/3-5/21刑部左衛門(B)6/45/5記名なし(B)

享保元年:7/1-7/30記名なし(A)8/29-9/30記名なし(A)

享保2年:1/1-1/30記名なし(A)2/1-2/26記名なし(B)

享保2年：2/29-3/29記名なし(A)4/1-5/3記名なし(A)

享保2年:5/4-5/14記名なし(A)

享保2年:5/15-12/29記名なし(B)

享保3年:1/1-9/2記名なし(B)

－28－

’

穂類

望月月番

御国日記

望月月番

望月月番

望月月番
(他の月

番）

望11jj番

望jl月番

望ﾉl〃番

諜抜

望月月番
他の月番

御IKI日記

書抜

御IKIの写

御I即の写

望月月番
他の月番

望月月番

御IKIの写

望月月番
書抜

望月月番

望月月番
諜抜

望月月番

望月月番

詐抜

書抜



請求番号

26A/b,00715

26A/b,00716

26A/b,00717

26A/W,00718

26A/V,

00719(001)

26A/b,

00719(002)

26A/b,00720

26A/b,00721

26A/b,00722

26A/b,00723

26A/V,00724

26A/b,00726

26A/b,00727

26A/b,00733

26A/b,00734

26A/b,00737

26A/い00738

26A/b,00739

26A/W,00740

26A/b,00741

ll鍬表迦

1I記il$抜IKI
控※い714
と合綴

ll記御ｲ旧ﾘ『

ll,id!ll:抜松
代※い716
と合綴

lli肥松代

ll鼬松代
※い7131と合
綴

ll記松代
※い7132と合

綴

日記松代

日記松代
※い720と合
綴

I1記松代

11記松代控

ll記松代控

日記御IKI

日記松 代 控
※い726と合綴

日 記 松代控

H 犯 松代控

|｣記御在所
控

II妃御在所
控※い737
と合綴

日記御li(I

松代113d

u記御在 所
控

J(III家文i'l:<家老日記〉の種類と性格（太lll)

記述・編綴方法

享保3年:9/4-12/27記名なし(B)

享保4年:1/1-1/30記名なし(A)2/1-2/29記名なし(A)3/1-3/28
3J斜なし(A)4/1.4/29記名なし(A)5/1-5/4祀潴なし(A)

'jjf保4年:5/4-5/28矢沢刑部左術I111(B)6/2-12/25記潴なし(B)

享保5年:1/1-l/29矢沢刑部左衛IIII(B)2/1-2/9大熊l几l郎ﾉ,iimil'1l(B)
3/2-3/27矢沢刑部左術|'I1(B)4/2-4/25矢沢刑部左術l'11(B)5/9-5

/26大熊|ﾉﾘ郎左術IIII(B)6/14-6/23大熊|叩|〃fifili'1(B)7/2-7/12AS
熊llu郎左術l''1(B)

享保5年:7/15-7/30記名なし(A)8/7-8/27記潴なし(A)

享保5年：9/1-9/29記名なし(A)10/1-10/30記名なし(A)11/1-
11/29紀名なし(A)12/11幕府御用番1-12/29記満なし(A)

享保6年:1/1-1/29記名なし(A)2/ll幕府御j11番ﾄ2/30記名なし(A)
3/1.3/29記名なし(A)4/1-4/30記名なし(A)5/1記名なし(1日

のみ）

享保6年:5/2-5/30記名なし(A)6/6.7/22記名なし(B)7/23-閏7
/21品名なし(A)m7/22-閏7/27矢沢刑部左衛門(B)8/1-8/29矢沢
刑部左衛門(B)9/1-9/28矢沢刑部左衛門(B)10/1-10/29矢沢刑部
左衛門(B)11/1-11/29矢沢刑部左衛門(B)12/1-12/30矢沢刑部左
"l'!I(B)

享保7年:1/1-1/29矢沢刑部左衛門(B)2/1-2/29矢沢刑部左衛門(B)
3/1.3/29矢沢刑部左衛門(B)4/1-4/30矢沢刑部左衛門(B)

享保7年:5/1-5/29記名なし(A)6/1-6/30矢沢刑部左衛門(AB)
7/1-7/30記潴なし(A)8/1-8/29矢沢刑部左衛門(AB)9/1-9/29記名
なし(A)10/1-10/29矢沢刑部左衛門(AB)11/1-11/30記名なし(A)

12/1-12/29矢沢刑部左衛門(AB)

享保9年:1/1-1/30記名なし(A)2/1-2/29矢沢刑部左衛門(AB)3
/1-3/29祢津終平(AB)4/1-4/30望月治部左衛門(A)IW4/1-閏4/29
矢沢刑部左衛門(AB)5/1-624恩Ⅱl杢(AB)6/5-6/30記名なし(A)

7/1-7/28祢泳甚平(AB)8/1-8/30恩IH杢(AB)9/1-9/29望月治部
左衛門(A)10/1[幕府御用番]-10/30祢津甚平(A)11/1[幕府御用
番]-11/29恩III杢(A)12/1[幕府御用番]-12/30矢沢刑部左衛門(A)

享保1l年:1/1[幕府御用番]-1/29記希なし(A)2/1[幕府御用番]-2
/29記名なし(A)3/1[幕府御用番]-3/30記名なし(A)4/1[幕府御
〃1番]~4/6記名なし(A)

享保11年:4/64/29恩田杢(A)5/1-5/30祢津甚平(A)6/1-6/29望
月治部左衛門(A)

享保13年:5/18-5/29記名なし(A)6/1[幕府御〃1番]-6/30記名なし
(A)7/1[幕府御用番}7/29記名なし(A)8/1[幕府御用番]-8/29記

名なし(A)9/1[幕府御用番]-9/29矢沢刑部左衛門(A)10/1[幕府
御Ⅱ1番}10/29記名なし(A)11/1[幕府御用番]-11/30記名なし(A)
12/1[幕府御用番]-1l/29記名なし(A)

享保14年:8/22-8/30記名なし(A)IMj9/1-l99/30記潴なし(A)11/
1-11/30記名なし(A)享保15年:1/1-1/30記名なし(A)

享保17年:1/1-1/30記潴なし(A)4/1-4/29記名なし(A)IHj5/1-IJI
5/30肥希なし(A)

享保17年：6/28-6/29記名なし(A)7/1[聯府御jll"]-7/29記名なし
(A)10/1[幕府御川番]-10/29記名なし(A)

享保17年:6/28-6/29記名なし(A)7/1[幕府御jl1"]-7/30記名なし
(A)8/1[幕府御用番]-8/30記名なし(A)9/1[幕府御川番]-9/30記

名なし(A)10/1[幕府御用番]-10/29記名なし(A)11/1[聯府御用
番]-11/30記名なし(A)12/1[幕府御川番]-12/29記名なし(A)

享保18年:2/1-2/29記名なし(A)5/25-6/30記潴なし(A)

享保19年:1/1-1/29記名なし(A)

－29－

種類

御国の写

望月月番

吉抜

脊抜

望月月番

望月月番

御国の写

望月月番
他の月番

書抜

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

御国の写

望月月番
他の月番

御国の写

望月月番

望月月番

御匠lの写

御国日記

望月月番

望月月番
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,il'i求併り． ll録表題 記述・細綴方法 櫛類

26A/b,00742 LI記松代
享保20年：5/25-5/29祢津甚平(A)6/1-6/29祢ilt三十郎(A)7/1-7
/30小山H1平火夫(A)

他の月番

26A/W,00743
H記 松代
※い742と合綴

享保20年:8/1-8/29望月治部左衛|'11(A)【半紙判】9/1-9/30祢淋催､ド
(A)【半紙判】10/1-10/29祢津甚平(A)【､卜紙判】11/1-11/30小llllll

平大夫(A)12/1-12/30記名なし(A)

望月月番
他の月番

26A/b,00744 H記控
享保21年:4/1-4/29記名なし(A)5/15-5/21記満なし(A)6/1-7/1
記名なし(A)

望月月番

26A/b,00745
日記 松控
※い744と合綴

元文元年:10/1[幕府御用番]-10/28記墹なし(A) 望〃ﾉ1番

26A/b,00746 日記松 代 写
元文2年:1/1-1/29記名なし(A)4/1.4/25i肥括なし(A)8/1-8/29
記名なし(A)lli1l/1-IWll/27記名なし(A)

"11月番

26A/b,00747 日 記松代控 元文3年:3/1-3/30記名なし(A)4/1-4/23記名なし(B) 望j]月番

26A/W,00748 日 記松代控
元文4年:8/1-9/1記名なし(A)12/1-12/30記名なし(A)元文5年：
3/1記名なし(1日のみ）

望月月番

26A/b,00749 日記松代控

元文5年：【半紙判】1/1-1/28大熊五郎左衛門(B)【半紙判】2/4-2/30小
山田平大夫(B)3/1-3/29望月治部左衛門(A)【半紙判】4/1-4/28大
熊五郎左衛門(B)【半紙判】5/1-5/17矢沢矢治廉(B)5/21-5/30望月
治部左衛門(A)6/1-6/30望月治部左衛l'i1(A)【半紙判】7/1-7/29大
熊五郎左衛門(B)

望月月番
I1$抜

26A/W,00750
Ⅱ記

※い749と合綴

元文5年
なし(B)
左衛門（
し(B)
門(A)

iMI7/1-"7/28望月治部左衛門(A)【半紙判】8/1-8/30記潴
【半紙判】9/1-9/29大熊五郎左衛l''l(B)10/1-10/6"II治部

(A)10/14記名なし(1Hのみ）【､ド紙判】10／？-10/29記斜な
【半紙判】11/1-11/29記名なし(B)12/1-12/30望月治部左衛

望月月番
0l$抜

26A/b,00751 日記松代控 寛保元年:4/1[幕府御用番]4/29記名なし(A)9/1-9/29記名なし(A)望月月番

26A/W,00753 日記松代控
寛保3年:5/1[幕府御用番]-5/29記名なし(A)10/1-10/29記塙なし
(A)

望月月番

26A/b,00754 I｣記松城 延享元年:3/1-3/29記名なし(A)9/1-9/81弛名なし(A) 望月月番

26A/b,00755
H記
※い

松城
754に合綴

延享元年：9/8-9/29記名なし(A) 望〃月番

26A/い00756‐

001
｢1記松代控 延享3年:5/1-5/29記名なし(A) 望月月番

26A/b,00756-

002

日記松 代 控
※い7561と合

綴
延享3年:8/1-8/30記名なし(A) 望月月番

26A/b,00756-

003

控
合

代
と

松
“５７

記
い

日
※

綴
延享3年:12/1-12/30記名なし(A) 望月月番

26A/b,00759 記松 代控 寛延元年 l1/1[幕府御用番]-11/30記潴なし(A) 報〃月番

26A/W,00761 日記控 寛延2年 2/1[幕府御用番]-2/29記名なし(A) ロ
ニゼ j1j1番

26A/b,00762 l｣記松城 寛延3年 12/1-12/29記名なし(A)
画

1 jl月番

26A/b,00763-

001
日 記控松城 寛延4年:3/1-3/30記名なし(A) 望月月番

26A/b,00763-

002

控
合

代
と

松
劉５７

記
い

日
※

綴
寛延4年:5/1-5/29記名なし(A)6/23-6/29帯刀(B)

望月月番
他の月番

26A/b,00763-

003

日記松 代 梓
※し‘753.2と合

綴
寛延4年：間6/1-閏6/29記名なし(A)7/1-7/6帯刀(B)

望月月番
他の月番

26A/b,00758 u記 宝暦元年 8/1-8/29記名なし(A) 望月月番

26A/b,00760
日記書 抜 行
広控

宝暦2年 1／？‐宝暦6年：7/2記名なし(B) iII抜

26A/b,00764 Ⅱ記 宝暦3年 4/12-4/28記名なし(A) 望月月番

26A/L,00765 日記控
宝暦3年:6/1-6/29記名なし(A)7/1-7/30記名なし(A)8/1-9/1,;lj
名なし(A)

望月月番

26A/b,00766 日記控 宝暦3年 12/1-12/29記名なし(A) 望月月番

26A/b,00767 日記控 宝暦4年 2/1-iS2/1記名なし(A) 望月月番

26A/b,00768
日記控（松
代）

宝暦6年:6/1-7/1記名なし(A) 望月月番



請求番号

26A/b,00769

26A/b,00770

26A/b,00771

26A/b,()()772

26A/b,00773

26A/b,00774

26A/b,00775

26A/b,00776

26A/W,00777

26A/b,00778

26A/b,00779

II録表題

松代ll記控
行広

II記松代
行広控

1l記松代
行広控

1I1氾行広控

1l記御在所
行広控

御在所llid
行広控

御在所11記
行広控

御在所1I記
行広控

御在所11!;d

御在所ll,id
(後欠）行広
控

御在所llid

典川家文III:<家老日記〉の種類と性格（太III)

記述・編綴方法

宝勝6年：7/3-8/29記名なし(A)9/1-10/291弛潴なし(AB)11/1-
12/29i氾潴なし(A)宝暦7年:1/1-3/30記潴なし(A).4/1-5/20記名
なし(AB)

宝勝7年:5/21-5/29恩lll杢(AB)6/1-6/30恩lll杢(AB)7/11松代藩
､'ili1-7/29Wl治部左術I1II(A)8/1-8/30恩lll杢(AB)9/1-9/10恩
杢(AB)

制俳8年：9/24-9/29祢ilt大炊(AB)10/1-10/30恩lll杢(AB)'l!表紙
11/1[聯府御川恭]-11/29梁ﾉl治部左術l''1(A)12/1-12/30矢淵附刀(AB)

'i<1ff10年:(II伽部山州のためｲ群)9/69/30(Wl梢部左術|Ⅲl")(A)10/1-10/29
"ItMMi(AB)11/1-11/30祢"大炊(AB)10/18｢抜111肥」12/1.12/30記招なし
(AB)'i<Iff1lｲ|;:1/1-1/30祢泳数'!5(AB)2/12/29,MIII杢(AB)3/13/29祢泳

大炊(AB)4/1.4/29物排数馬(AB)5/15/29恩川杢(AB)6/16/3()祢ilt数馬(AB)
刀1』7/29恩lll杢(AB)I1記[外力]8/18/29"1t郷§[]9/19/29恩111杢
(AB)10/1-l0/29恩lll杢(AB)H記外11/1-11/30術執数賜(AB)12/1.12j"30

恩l11杢(AB)"|'11番勤川宝暦12年：｢行広#IIH記」1/1-1/30柏津数馬(AB)
2/1.2/30数馬(AB)II記外3/13/？数馬(AB)(以下虫柵のため不詳）

?if勝12年：発足か着迄年知無之御用中表紙3/261松代灘'if1-3/29(望
ll治部左衛門)(A)4/1[松代藩当番]-4/30("11治部左衛門)(A)
中炎紙IMI4/1[松代藩当番]-ill4/29(望月治部左衛門)(A)5/1[松代藩
当番]-5/29(望月治部左衛門)(A)6/1[松代灘'1番]-6/30LI記外7
/1-7/29(望月治部左衛門)(A)中表紙8/1[松代藩､'i番]-8/29(望月治
部左衛門)(A)9/l1幕府御"1番・松代藩5番ﾄ9/5(望〃治部左衛門）
(A)9/6-9/30祢津大炊(AB)中表紙1O/1[松代藩､'i番].11/3望月治

部左衛門(A)11/4-11/30記名なし(AB)中表紙12/1[松代藩当番]-
12/30(望j1治部左衛門)(A)

宝勝13年:1/1[御家老江戸・月番]-l/29記名なし(AB)2/1[松代藩
､li番].2/29認月治部左衛門(A)3/1-3/30祢津大炊(AB)4/1[松代
Wl'iW]-5/1(望月治部左衛門)(A)5/2-5/29記名なし(AB)6/1[松
代藩､'i番]-6/28(望月治部左衛門)(A)7/1[小1W役潴]-7/30(望月治部
左衛門)(A)8/1-8/29記名なし(AB)9/l.9/29祢瀧大炊(AB)10/
1-10/30鎌原司賜(AB)11/1[松代総当番]-11/22"jj治部左衛門(A)

11/23-11/29祢津数馬(AB)12/1-12/29祢津数賜(AB)

宝勝14年：内表紙1/l[松代藩当番]-1/29小l11川主勝(AB)2/1-2/29
鎌原司馬(AB)中表紙3/1[松代藩当番]-3/30望月治部左衛門(A)
4/1-4/29祢津数馬(AB)5/1-5/29主膳(AB)6/1-6/29鎌原lil馬(AB)

7/ll松代聯'i番ﾄ7/16(望月治部左衛l''l)(A)中表紙7/16-7/29望月
治部左衛門(A)8/1-8/30記名なし(AB)9/1-9/29記名なし(AB)

10/1-10/29祢津数馬(AB)11/1-11/29司馬(AB)中表紙12/1[松
代藩､li番]-12/29望月治部左衛門(A)IMI12/1-IMI12/30記名なし(AB)

明荊12年:I家老名]1/1-1/29数馬(AB)2/1-2/30新六(AB)3/1-
3/30主膳(AB)4/1[松代藩当番]-4/29(望月治部左衛門)(A)5/1-5
/30大炊(AB)7/267/28(望月治部左衛門)(A)6/1-6/30数馬(AB)

7/1[松代藩当番]-7/25(望月治部左衛門)(A)8/1-8/30祢津大炊
(AB)9/1-9/29数馬(AB)10/1-10/30(望月治部左衛門)(A)11/

1-11/29大炊(AB)12/1-12/29司馬(AB)「月番之節改lJq月・七月．
九jIU記」「日記不消分戌へ廻ル」

Iﾘl和3年：［家老名］【半紙判】l/1-1/30数馬(AB)2/1[松代藩当番]-
3/l治部左衛門(A)3/2-3/30Iill5(AB)【半紙判】4/14/29大炊(AB)

5/1.5/30祢沌数馬(AB)6/1-6/29新六(AB)7/1-7/13司馬(AB)
【半紙判】7/14-7/210il馬(AB)7/24-7/28司馬(AB)【半紙判】8/1

[松代滞刈1稀]-8/25(望月治部左衛門)(A)8/268/30(望月治部左衛
I111)(A)9/1-9/29大炊(AB)10/1-10/29(不明)(AB)11/1-11/30
新六(AB)12/1-12/29司馬(AB)「戌二11改不済川入・公事」
｢戊二jj改件」

Iﾘlf114年:[家老名]1/1[松代滞当制-1/29("11治部左術IIII)(A)
2/1-2/3()主贈(AB)3/1.3/29新六(AB)4/1[松代淵､'i番].4/30(望月
治部左術l''1)(A)5/1-5/29主腓(AB)6/1-6/30新六7/1-7/6主膳
(AB)7/7-7/29数馬(AB)8/1[松代藩当祢]-8/30(望ﾉl治部左衛門）
(A)9/1-9/29主膳(AB)IMI9/1-IMI9/29新六(AB)10/1-10/30数

'!!j(AB)1l/1[松代藩当番]-11/24(望〃治部左衛II11)(A)11/25-
12/29記名なし(AB)

Iﾘ州15年:[月の大小と家老の御用瀞][家老名]1/1-1/30記名なし
(AB)2/1-2/29記名なし(AB)3/1-329記名なし(AB)4/1-4/30記

希なし(AB)5/1[松代藩当番]-5/29(望月治部左衛|肌l)(A)6/1-6/30
記希なし(AB)7/1.7/29記名なし(AB)8/1-8/30記名なし(AB)
9/1-9/28'氾招なし(AB)10/1[松代藩当播]-10/30("jl治部左衛li11)
(A)11/1-11/30記名なし(AB)12/1-12/29記潴なし(AB)
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種類

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望)1月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番



請求勝号

26A/b,00780

26A/b,00781

26A/W,00782

26A/b,00783

26A/b,00784

26A/b,00785

26A/1､00786

26A/b,00787

IMI文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号（通巻第45号）

1I録表題

御在所Ⅱ記

御佃ﾘill!iu
(後欠）

江戸御在所I」
記（後欠）

(II記）

御在所II,iu

(御在所I]記）

(御在所1I記）

御在所1I記

記述・編綴方法

明和6年：［松代藩当番］［家老名]1/1-1/29(望〃治部左衛門）
(A)2/1-2/9(望月治部左衛門)(A)※一部落丁か2/1-2

/30記名なし(AB)3/1[松代藩当番]-3/29(望月治部左衛l''1)
(A)4/1-4/30記名なし(AB)中表紙5/1[松代滞当僻].5/30

治部左衛門(A)6/1-7/6記名なし(AB)!|'炎紙7/7[松代藩
当番]‐8／3望月治部左衛門(A)8/4-8/29記瑞なし(AB)9/
l[松代藩当番]-9/299(望月治部左衛門)(A)10/l-10/30記潴な
し(AB)11/1-11/30記名なし(AB)12/1.12/30i肥満なし(AB)

lﾘlf1l9年:[家老名]1/1-29記名なし(AB)2/1-2/30記名なし
(AB)3/1-3/30記名なし(AB)4/1-4/291仙潴なし(AB)
5／1‐5／30記名なし(AB)※一部(A)の形式を合綴6/1[松代
聯､'1W]-6/29(望月治部左衛門)(A)7/1-7/30,id荊なし(AB)
※7/29に(A)の形式を合綴中表紙8/1[松代淵､'ili].8/29望川
治部左衛IIII(A)中表紙9/1[松代藩当排]-9/29(朝〃治部左衛|''l)
(A)10/11[松代藩当番]-10/30(望月治部左術li'l")(A)1l/l-
11/29記名なし(AB)※一部(A)の形式を合綴12/1-12/28記名な
し(AB)(以下虫損のため不詳）

安永2年:[家老名］1/1-1/28記名なし(AB)2/1-2/30記潴なし(AB)
3/1-3/30記名なし(AB)閏3/1-閏3/29記名なし(AB)4/1-4/30記

名なし(AB)中表紙4/7.5/1-5/30記名なし(AB)※一部(A)の形
式を合綴6/1-6/29記名なし(A")7/1-7/30記荊なし(AB)8/1-8
/29記名なし(AB)9/1-9/29記名なし(AB)10/1[松代藩且%番]-10/30
(望月治部左衛門)(A)11/1-11/29記名なし(AB)12/1-12/27記名

なし(AB)(以下虫損のため不詳）

安永5年：［家老名］1/1[松代藩当番]-1/30望月治部左衛門(A)2/
1-2/28記名なし(AB)2/5-2/28(懸り之方)(AC)3/1-3/29記名なし

(B)3/4-3/29(懸り之方)(AC)4/1-4/29記名なし(AB)4/29I松
代藩当番}5/30望月治部左衛門(A)6/1-6/28記名なし(AB)6/2-6
/26(懸り之方)(AC)7/1-7/28記名なし(AB)7/2-7/30(懸り之方）
(AC)8/1-8/29記名なし(AB)8/2-8/21(懸り之方)(AC)9/1-9/29

鼬名なし(AB)9/1-9/30(懸り之方)(AC)10/1[松代勝､'if]-11/1
（望月治部左衛門)(A)11/1-11/29記名なし(AB)11/6-11/24(懸
り之方)(AC)12/1-12/29記名なし(AB)12/1-12/25(懸り之方）
(AC)「申年月番」

安永7年：中表紙［月の大小と家老の御川番］［家老名］「ｲllll記月
番之外認方」l/1I松代藩当番}l/30望月治部左衛門(A)2/1-2/29記
端なし(AB)2/1-2/29(懸り之方)(AC)3/1-3/29'氾潴なし(AB)
3/7-3/26(懸り之方)(AC)4/1I松代藩当番1-4/29(望〃治部左衛門）
(A)5/1-5/30記名なし(AB)5/1-5/25(懸り之方)(AC)6/ll松代

藩当番1-6/29(望月治部左衛門)(A)7/1-7/29記名なし(AB)7/5-7
/25(懸り之方)(AC)閏7/ll松代藩当番l-IMI7/30(望月治部左衛門）
(A)8/1-9/10(懸り之方)(AC)8/1-8/23記名なし(AB)9/1-9/28

記名なし(AB)9/21-9/25(懸り之方)(AC)10/ll松代灘'1"}lO/30
（望月治部左衛門)(A)11/3-11/29記名なし(AB)11/1-11/10(懸
り之方)(AC)12/1-12/29記名なし(AB)12/3.12/20(懸り之方）
(AC)「戌年中月番」

安永8年：（前欠）6/1-6/29記名なし(A)7/1.7/29望月治部左衛l'11
(A)中表紙「置附日記」8/1-8/30恩田内蔵丞(A)9/1-9/29鎌原司

馬(A)

安永9年:10/6-10/29恩田新六(A)11/1-11/30望jl治部左衛門(A)
12/1-12/29鎌原司馬(A)

天明2年：1/4-1/29記名なし(AB)1/5-1/30(懸り之方)(AC)2/ll
松代藩当番1-2/30(望月治部左衛門)(A)3/1-3/29肥希なし(AB)3
/2-3/28(懸り之方)(AC)4/1-4/29記名なし（AB）4／？-4/8(懸り之
方)(AC)5/1-5/25記名なし（AB）5／？.5/15(懸り之方)(AC)6

/ll松代藩当番}6/30(望月治部左衛門)(A)7/1-7/27妃希なし(AB)
7/2-7/28(懸り之方)(AC)8/1-8/30記名なし（AB）8／？-8/28(懸

り之方)(AC)9/1-9/26記名なし(AB）9／？.9／？（懸り之方)(AC)
中表紙10/1-10/30望月治部左衛門(A)11/1-11/17(懸り之〃)(AC)
11/1-11/27記名なし(AB)12/1-12/28(懸り之方)(AC)12/1-12/29

記名なし(AB)「月番」
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種類

望月月番
他の月番

報月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番

望月月番
他の月番
(一部置

附の写）

置附の写

望月月番
他の月番



諭求番号 1I録表題

26A/b,00788 御在所1l記

26A/b,00789 御在所日記

r(III家文i'f<家老日記〉の種類と性格（太HI)

記述・綴綴方法

天Iﾘ13年:[家老名]1/1-1/28記名なし(B)2/1-2/30記名なし(AB)
'l!炎紙3/1[松代灘当番]-3/29望月治部左衛門(A)4/1-4/28(懸り之

")(AC)4/2-4/28記名なし(AB)5/1-5/24(懸り之方)(AC)5/
1-5/28!肥満なし(AB)6/1-6/28記希なし(B)6/3-6/27(懸り之〃）
(AC)7/1[松代洲､11番]-8/1(梁)l治部左衛l''l)(A)8/2-8/29肥墹な

し(AB)8/6-8/22(懸り之方)(AC)9/1-9/29記名なし(AB)9/2-
9/24(懸り之方)(AC)10/1-10/26記名なし(B)10/1-10/4(懸り之方）
(AC)11/1[松代藩当番]-l1/30(望月治部左衛門)(A)12/2-12/29

記名なし(B)12/5-12/29(懸り之方)(AC)「卯年月番」

天Iﾘ14fi;:[}l111記の編成状況][家老名]1/1.1/30(鎌原iil")(AB)
1/12-1/30(懸り之方)(B)Ifll/1.閏l/29(恩lll新六)(AB)IW1/8-

IMll/28(懸り之方)(AC)2/1[松代藩当番]-2/30望月治部左衛門(A)
2/20-2／？（懸り之方)(AC)3/1-3/29(懸り之方)(AC)4/1-4/29
(恩ⅡI新六）（AB）4／？~4/19(懸り之方)(AC)5/1[松代藩Ji番]-5

/29(A)6/1-6/26(懸り之方)(AC)7/1-8/1(懸り之方)(AC)rm
表紙8/5-8/21望jl治部左衛門(A)中表紙9/1.9/30甑月治部左衛l'11(A)

10/1-10/29(鎌原司馬）（AB）10／？－11/21(懸り之方)(AC)11/1-
1l/26(小山田主脳)(AB)11/2811/30(懸り之方)(A)12/1-12/9(恩
H1内蔵派)(AB)12/10(懸り之方)(A)(1日のみ)12/11-12/23(恩
川内蔵丞)(AB)12/10(懸り之方)(A)(1日のみ)12/24-12/29(恩
H1内蔵丞)(AB)12/29-12/30(懸り之方)(A)「辰年年番」

械類

1111f
他の)1li

望月〃番
他のIIW

］内は、ll記の記述のliiに肥されている'lf柄。［幕府御用番]=幕府御川番の奉行潴、［松代淵､I1if]
松代藩の御用番の奉行名、［家老名］＝松代藩の家老名および当番月など。
名は、各月御川番の最初の部分にある家老名で、記述がない場合は「記名なし」とした。
）は記述形式を示す。(A)=通常のII記形式（月日は4～5字落とし、全体に文字が大きめで、1ケ月
通して記戟)、(B)=1'|抜形式(Illlがｲiﾉ,iに記され、文字は小さく、抜粋して記叔)、(AB)=!l'llll形
（書抜形式とl'1様に文字は小さく,il:かれているが、1ケ〃を通して記職)、(AC)=懸り之方形式(III式

l.[]内は、ll記の記述のliiに肥されている'lf柄。［幕陥
＝松代藩の御用番の奉行名、［家老名］＝松代藩の家老名

2．記名は、各月御川番の最初の部分にある家老名で、記述力
3．（）は記述形式を示す。(A)=通常のII記形式（月日は

を通して記戟)、(B)=1'|抜形式(Illlがｲiﾉ,iに記され、
式（書抜形式とl'1様に文字は小さく,il:かれているが、1ケ
は(A)とl'ilじだが、1ヶﾉlのうち数IIを抜粋して記載)。

4．種類は、記述内容から見た抽荷によるll!肥の椰類の推定。

－33－


